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発達障害者に対する雇用継続支援の取組み
～  在職者のための情報整理シートの開発  ～



はじめに 

 

 

 障害者職業総合センター職業センターでは、平成１７年度から、知的障害を伴わな

い発達障害者（自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害）を対

象とした「発達障害者のワークシステム・サポートプログラム」（以下「ＷＳＳＰ」と

いう。）を実施し、実際の支援を通じて発達障害に対する職業リハビリテーション技法

の開発・改良をすすめてきました。その開発成果については、毎年度、実践報告書や

支援マニュアルに取りまとめ、報告してきました。 

 本実践報告書は、平成２５年度及び平成２６年度に実施した就労中又は休職中の発

達障害者に対する職場適応又は職場復帰のための支援（以下「雇用継続支援」という。）

の取組みについて、取りまとめたものです。 

 また、この２年間の取組みにおいて、有識者、医師、企業担当者、支援機関担当者、

研究員等の多くの方から、雇用継続支援の実施及び技法開発に関するご助言とご指導

を賜りました。紙面を借りて、ここにお礼を申し上げます。 

 本実践報告書が発達障害者の雇用継続のために活用され、職業リハビリテーション

サービスの質的向上の一助となれば幸いです。 

 

 

 

平成２７年３月 
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石田 茂雄 

 

見返し４



目  次 

 

 

第１章 雇用継続支援技法開発の背景 ............................................. １ 

１ 発達障害者を取り巻く情勢の変化 ......................................... １ 

  ２ 障害者職業センターにおける専門的支援の実施及び課題 ..................... ３ 

  ３ 雇用継続支援に係る技法開発の背景 ....................................... ５ 

 

第２章 雇用継続支援技法開発の目的 ............................................. ７ 

  １ 発達障害者の雇用管理上の課題を踏まえた技法開発 ......................... ７ 

  ２ 雇用継続支援における事業主支援の課題を踏まえた技法開発 ................. ７ 

  ３ リワーク支援での課題を踏まえた技法開発 ................................. ８ 

  ４ 雇用継続支援のための状況把握と目標共有のためのツールの開発と試行 ....... ９ 

 

第３章 雇用継続支援の取組みの概要 ............................................. 11 

１ 対象者の状況 .......................................................... 11 

２ 事業主のニーズ ........................................................ 12 

３ 『在職者のための情報整理シート』の概要 ................................. 13 

４ 雇用継続支援における『在職者のための情報整理シート』の効果 ............. 15 

 

第４章 『在職者のための情報整理シート』の活用の実際 ........................... 17 

１ 就労状況の把握＜ステップ１＞ ........................................... 17 

２ 取組課題の明確化＜ステップ２＞ ......................................... 19 

３ 取組目標の設定＜ステップ３＞ ........................................... 23 

 ４ 具体的な取組みの検討＜ステップ４＞ ..................................... 24 

 

第５章 雇用継続支援事例（ワークシステム・サポートプログラムを活用した支援） .... 25 

１ 作業の活用 ............................................................ 25 

「作業でのアセスメント結果を職務再設計に活用した事例」 

２ 問題解決技能トレーニングの活用 ......................................... 30 

「行動の背景にある認知特性に基づいて対応方法を共有した事例」 

３ 職場対人技能トレーニング（ＪＳＴ）の活用 ............................... 33 

    「企業がＪＳＴを活用して対人スキルの向上を図った事例」  

４ ナビゲーションブックの活用 ............................................. 36 

「負担軽減のために、雇用後にナビゲーションブックの改訂を行った事例」 

 

第６章 まとめ ................................................................ 39 

 

資料編 ........................................................................ 41 



目  次 

 

 

第１章 雇用継続支援技法開発の背景 ............................................. １ 

１ 発達障害者を取り巻く情勢の変化 ......................................... １ 

  ２ 障害者職業センターにおける専門的支援の実施及び課題 ..................... ３ 

  ３ 雇用継続支援に係る技法開発の背景 ....................................... ５ 

 

第２章 雇用継続支援技法開発の目的 ............................................. ７ 

  １ 発達障害者の雇用管理上の課題を踏まえた技法開発 ......................... ７ 

  ２ 雇用継続支援における事業主支援の課題を踏まえた技法開発 ................. ７ 

  ３ リワーク支援での課題を踏まえた技法開発 ................................. ８ 

  ４ 雇用継続支援のための状況把握と目標共有のためのツールの開発と試行 ....... ９ 

 

第３章 雇用継続支援の取組みの概要 ............................................. 11 

１ 対象者の状況 .......................................................... 11 

２ 事業主のニーズ ........................................................ 12 

３ 『在職者のための情報整理シート』の概要 ................................. 13 

４ 雇用継続支援における『在職者のための情報整理シート』の効果 ............. 15 

 

第４章 『在職者のための情報整理シート』の活用の実際 ........................... 17 

１ 就労状況の把握＜ステップ１＞ ........................................... 17 

２ 取組課題の明確化＜ステップ２＞ ......................................... 19 

３ 取組目標の設定＜ステップ３＞ ........................................... 23 

 ４ 具体的な取組みの検討＜ステップ４＞ ..................................... 24 

 

第５章 雇用継続支援事例（ワークシステム・サポートプログラムを活用した支援） .... 25 

１ 作業の活用 ............................................................ 25 

「作業でのアセスメント結果を職務再設計に活用した事例」 

２ 問題解決技能トレーニングの活用 ......................................... 30 

「行動の背景にある認知特性に基づいて対応方法を共有した事例」 

３ 職場対人技能トレーニング（ＪＳＴ）の活用 ............................... 33 

    「企業がＪＳＴを活用して対人スキルの向上を図った事例」  

４ ナビゲーションブックの活用 ............................................. 36 

「負担軽減のために、雇用後にナビゲーションブックの改訂を行った事例」 

 

第６章 まとめ ................................................................ 39 

 

資料編 ........................................................................ 41 



第１章 雇用継続支援技法開発の背景 

 

１ 発達障害者を取り巻く情勢の変化 

（１）発達障害者支援法の制定 

平成１６年に、発達障害者支援法（平成１６年１２月１０日法律第１６７号）（以

下「支援法」という。）が議員立法で制定され、平成１７年４月１日に施行されまし

た。そのころは、学校教育現場において、発達障害の特性を有する生徒を通常学級

に在席しているが特別支援教育を必要とする者と位置づけるための検討（平成１４

年）等が行われたように、発達障害者に対する支援等に関する法的な整備等が求め

られていた時期とも言えます。 

支援法は、福祉施策における発達障害者の定義と位置づけを明確にした法律であ

り、次のことをねらいとした法律です。 

①発達障害の定義と発達障害への理解の促進 

②発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進 

③発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保 

 

支援法において、発達障害者は、広汎性発達障害（自閉症等）、学習障害、注意欠

陥多動性障害等、通常低年齢で発現する脳機能の障害と定義しており、また、その

概要及び基本的考え方は、年齢期に分けて次のように整理されています。 

①就学前（乳幼児期）：早期の発達支援、乳幼児健診等による早期発見 

②就学中（学童期等）：就学時健康診断における発見、適切な教育的支援・支援

体制の整備、放課後児童健全育成事業の利用、専門的発

達支援 

③就学後（青壮年期）：発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、地

域での生活支援、発達障害者の権利擁護 

 

また、発達障害者支援センターの設置等について規定されています。 

このように発達障害者の早期診断、療育、教育、就労、支援体制等今後の発達障

害者に対する支援システムの確立を目指すための基本的法律と位置づけられており、

「就労支援」の必要性についても明文化されています。 

 

（２）発達障害者支援法施行後の動向 

支援法施行後は、その各規程に則り、様々な事業が展開されています。厚生労働

省においては、大別すると、次の４つのテーマ・課題に関する事業が実施されてい

ます。 

①地域支援体制の確立を行うための事業 

②支援手法の開発を行うための事業 

③就労支援の推進 

④情報提供・普及啓発、専門家の育成を行うための事業 
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例えば、平成２６年度には、地域支援体制の整備に関して「発達障害者支援セン

ターの設置、運営」「発達障害者支援体制整備事業」「巡回支援専門員整備事業」「子

どもの心の診療ネットワーク事業」、支援手法の開発に関して「発達障害・重度心身

障害児者の地域生活支援モデル事業」「発達障害児及び家族の地域生活支援」、人材

の育成に関して「発達障害者支援に係る研修事業」、情報提供・普及啓発に関して「発

達障害者情報・支援センター」「「世界自閉症啓発デー」普及啓発事業」等が展開さ

れています。 

これらの事業の実施等により、各地域での支援体制の整備が図られるとともに、

発達障害者に対する理解の広がり、支援の充実が図られました。 

 

（３）精神障害者保健福祉手帳の交付 

平成２３年１月に「「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」の一部改正

について」が示されました。 

発達障害者は、これまで精神障害者保健福祉手帳の交付の対象とされていました

が、ここでは、交付申請に当たって添付される診断書の様式が改正され、発達障害

を有する対象者の症状、状態像等の評価がより具体的となり、個々のニーズに適し

た内容に改められました。具体的には、発達障害者の症状や状態像を記述する項目

として、新たに、①広汎性発達障害関連症状（１相互的な社会関係の質的障害、２

コミュニケーションのパターンにおける質的障害、３限定した常同的で反復的な関

心と活動）、②学習の困難（ア読み、イ書き、ウ算数）、③注意障害、④遂行機能等

が追加されました。 

上記（２）の様々な事業における取組みに加え、精神障害者保健福祉手帳制度の

改正と当該手帳の取得促進によって発達障害者に対する認識が深まり、就労支援等

を含めた取組みの充実につながったと言えます。 

厚生労働省の調査による平成２０年度から平成２４年度の精神障害者保健福祉手

帳交付台帳登載数（有効期限切れを除く。各年度末時点の人数）は、次のような状

況です。 

   ・平成２０年度 ： ４８２,９０５人 

   ・平成２１年度 ： ５４４,３３２人 

   ・平成２２年度 ： ５９４,５０４人 

   ・平成２３年度 ： ６３５,０４８人 

   ・平成２４年度 ： ６５９,６９９人 

（注：平成２２年度は、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外

の市町村が含まれていない。） 

 

（４）就労支援の推進 

発達障害者に対する就労支援の必要性は、先に述べたように支援法においても明

文化され、厚生労働省を中心に様々な取組みが実施されており、それらは、主にハ

ローワークにおいて展開されています。 

  平成２６年度の厚生労働省における主な就労支援の対策は、次のとおりです。 

① 若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム（ハローワークが実施） 

ハローワークにおいて、発達障害等によりコミュニケーションに困難を抱え

る求職者について、本人の希望や状況に応じて、専門支援機関である地域障害

者職業センター（以下「地域センター」という。）や発達障害者支援センター

に誘導するとともに、専門的支援員（就職支援ナビゲーター（発達障害者等支

援））によるきめ細かな就職支援を実施。平成１９年度から５カ所の労働局で

開始し、平成２４年度は３９カ所の労働局で実施。平成２５年度からは全国４

７労働局で全国展開。 

   ② 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金（ハローワークが実施） 

     発達障害者をハローワークの紹介により新たに雇用した事業主への助成。 

   ③ 発達障害者就労支援者育成事業（ハローワークが実施) 

     発達障害者支援関係者等に対して就労支援ノウハウの付与のための講習会

及び体験交流会の実施、また、事業所において発達障害者を対象とした職場

実習の実施による体験型啓発周知事業。具体的には、支援関係者等の発達障

害者支援のための基盤作りのために、全国１０ブロックで発達障害者の就労

支援者及び当事者等を対象としたセミナーを開催するほか、平成２２年度か

ら事業所で発達障害者を対象とした職場実習を実施し、発達障害者の雇用の

きっかけづくりを行う啓発事業を実施。 

   ④ 発達障害者就労支援普及・定着化事業（国立障害者リハビリテーションセ

ンターが実施） 

     発達障害者の就労支援に関する支援手法の開発・検証を実施。 

 

これらの他に、ハローワークを中心とした「チーム支援」による就職支援、トラ

イアル雇用制度等により発達障害者の雇用の促進が図られており、ハローワークに

おける発達障害者を含む精神障害者の就職件数は、毎年増加している状況です。 

 

 

２ 障害者職業センターにおける専門的支援の実施及び課題 

（１）障害者職業総合センター職業センターにおける支援技法の開発 

障害者職業総合センター職業センター（以下「職業センター」という。）では、従

来の手法では支援が困難とされる発達障害者、精神障害者及び高次脳機能障害者に

ついて、障害の特性等に応じたきめ細かな支援を行うための支援技法の開発を行っ

ています。 

発達障害者に対する支援技法に関しては、発達障害者を取り巻く情勢の変化を踏

まえて、平成１７年度に「発達障害者のワークシステム・サポートプログラム」（以

下「ＷＳＳＰ」という。）の検討・開発を行い、継続的にＷＳＳＰを構成する各種技

能トレーニング等の改良、また、新たな支援ツールの開発等を行っています。これ

までに、多くの実践報告書又は支援マニュアルを作成し配布するとともに、地域セ

ンター等に対する技法普及にも取り組んでいます。 
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（２）地域障害者職業センターにおける専門的支援の実施 

イ 発達障害者の雇用後支援の現状と課題 

地域センターにおいては、発達障害者に対する支援の充実を重点課題のひとつに

設定し、その取組みを継続しています。平成１９年度には、ＷＳＳＰを基に発達障

害者に対する専門的な支援カリキュラムとして「発達障害者就労支援カリキュラム」

を設定し、平成２５年度には全国の地域センターにおいて専門的支援が実施されて

います。 

厚生労働省の就労支援施策の充実、ハローワークによる支援体制の強化及びチー

ム支援の積極的展開等と相まって、地域センターにおける発達障害者の利用者は、

年々増加しており、併せて就職者も増加している状況です。全国の地域センターの

職業リハビリテーションサービスの実施対象者数は、平成２４年度で５,４５７人、

平成２５年度で６,１１０人と、対前年度比で１２％増となっています。 

   このように、支援法の施行、発達障害者に対する施策の充実、国民の認識の広

がり等によって発達障害者の就職件数が増加しています。また、就職後に不適応

状態になる者、就職後に医療機関を受診し、はじめて発達障害の診断を受けると

いう事例も多く見られています。 

職業センターでは、平成２３年度から平成２５年度の３年間をかけて、全国４７

都道府県の地域センター（４８カ所）を対象に、支援技法開発のニーズ等に関する

ヒアリング調査（以下「地域センターヒアリング」という。）を実施しました。 

その結果からは、発達障害者又は事業主から就職後の不適応状況に関する相談及

び支援の要請が増えてきていることが伺えます。特徴的な点として、事業主の関心

は、いま起きている問題を解決するためのことに終始している点です。そのため、

地域センターは、問題が起きている背景、個々の障害特性等を考慮した上で、問題

解決に向けた事業主との協働が難しいという状況があります。この課題の背景には、

発達障害の特性が複雑で多様であることから、事業主が発達障害者の個々の特性を

理解できていないことが挙げられます。 

このことは、発達障害者の雇用後の職場適応のための支援においては、特に、事

業主の障害特性の理解状況を踏まえた事業主支援の実施が重要であることを示唆

していると言えます。 

 

ロ 休職者の職場復帰支援の現状と課題 

地域センターでは、急激な産業構造の変化等による過重な労働環境、労働者のス

トレスの増大等によるメンタルヘルス不調者の急増という社会問題を踏まえて、平

成１７年１０月から、うつ病等による休職者の職場復帰を円滑に進めることを目的

とした精神障害者に対する職場復帰支援（以下「リワーク支援」という。）を開始

しました。この支援は、平成１４年度に職業センターが考案した「リワークプログ

ラム」を地域センターに展開したものです。 

全国の地域センターにおけるリワーク支援の実施対象者数は、増加の一途をたど

っており、平成２５年度には２,２３２人となっており、平成１８年度の約４．５

倍（平成１８年度：５０９人）となっています。この急増しているリワーク支援対

象者の中に、発達障害の診断は受けてはいないが、発達障害の特性を有する者が増

えてきていると言われています。 

地域センターヒアリングにおいて、ほとんどの地域センターにおいて当該対象者

が存在しており、発達障害の特性を踏まえた職場復帰のための支援が求められてい

る現状が把握されています。今後、リワーク支援の対象者において、発達障害の特

性を有しているが診断を受けていないため、地域センターは、対象者本人及び事業

主に対して発達障害の特性を踏まえた直接的なアプローチが行いにくいというケ

ースが増加すると予想できます。 

 

 

３ 雇用継続支援に係る技法開発の背景 

発達障害者を取り巻く情勢の変化は、発達障害者に対して専門的な就労支援を行う

地域センターにとって、支援ニーズや利用者の態様に様々の変化を生じさせているこ

とがわかります。 

地域センターが在職中の発達障害者に対して支援を行う上で、これまでの技法では

対応が困難と考えられる主なケースは、次のとおりです。 

 

① 発達障害の診断を受けている（これから受けようとしている）就労中の者に

ついて、雇用継続を進めるに当たって課題解決が求められているケース 

 

② 発達障害の特性を有しているが発達障害の診断を受けていない休職中の者に

ついて、職場復帰を進めるに当たって課題解決が求められるケース 

 

地域センターヒアリング等において、ケース①の課題として、事業主が発達障害の

特性についての理解が不十分であることから、支援目標の設定、それを踏まえた取組

みが円滑に進まないこと、ケース②の課題として、事業主に対して職場復帰後の雇用

管理等に関する助言・援助を行う場面で、対象となっている者の特性及び職業上の課

題について、また、特性等を踏まえた雇用管理の必要性等について、理解が進みにく

いことが挙げられています。 

すなわち、ケース①及び②において、雇用継続及び職場復帰のための支援において

共通に見られる課題は、発達障害者に加え、もう一方の当事者である事業主に対する

支援に関することと言えます。 

これらを踏まえ、職業センターは、平成２４年度からＷＳＳＰにおいて休職中又就

労中の在職している発達障害者を受入れ、在職中の発達障害者の雇用継続のための支

援技法の開発に着手することとしました。  
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いことが挙げられています。 

すなわち、ケース①及び②において、雇用継続及び職場復帰のための支援において

共通に見られる課題は、発達障害者に加え、もう一方の当事者である事業主に対する

支援に関することと言えます。 

これらを踏まえ、職業センターは、平成２４年度からＷＳＳＰにおいて休職中又就

労中の在職している発達障害者を受入れ、在職中の発達障害者の雇用継続のための支

援技法の開発に着手することとしました。  
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第２章 雇用継続支援技法開発の目的 

 

１ 発達障害者の雇用管理上の課題を踏まえた技法開発 

発達障害は、様々な能力や機能に関してアンバランスさが目立つ、情報や刺激等を

受信して理解・判断する認知機能に偏りがある、認知機能の偏りによって特徴的な言

動を表出する等の特性が見られます。そのため、脳の中枢神経系に生じている機能的

な偏りによるものと考えられています。 

表出される特徴的な言動は、発達障害の特性を理解していない人の目には、「やる気

がない」「変わっている」「空気が読めない」「いつもタイミングが悪い」「平気で相手

を怒らせてしまう」等の印象に映ってしまう傾向があります。そのため、ある問題が

生じると、「性格的な問題ではないか」「努力不足や怠慢ではないか」「しつけや成長段

階に問題があるのではないか」「経験不足ではないか」というように、障害特性とはか

け離れた憶測の下で評価と理解が行われ、そのために個々の障害特性に基づく問題解

決の方法が検討されないという状況を生んでいます。 

このような発達障害者に対する理解の傾向は、職場においても同様であり、事業主

は、問題が発生すると「○○ができるようになってほしい」等の直接的解決を要望す

ることが多くあります。 

職場で発生する発達障害者の問題への対応は、雇用する事業主が個々の障害特性を

踏まえて雇用管理を行う必要があります。しかし、前述のように、発達障害者は、障

害特性とかけ離れた憶測の下で理解される傾向があることから、個々の障害特性等に

応じた適切な雇用管理のために、必要な事業主支援を行うことが重要となります。 

このことに関して、有識者、精神科医、事業主、支援機関担当者等（以下「有識者

等」という。）からも、事業主支援に焦点を当てることの必要性、事業主と支援者が協

働して対処することの重要性、事業主支援に関して個々の障害特性について適切に理

解するための支援の必要性等が示唆されています。 

 

 

２ 雇用継続支援における事業主支援の課題を踏まえた技法開発 

地域センターにおける事業主援助業務については、平成１４年４月１日付け１４日

障総合発第１７号「事業主援助業務の実施について」（平成２５年３月２８日改正）に

おいて、「地域センターの職業リハビリテーション業務の重点事項の一つ」と位置づけ、

「個々の事業主のニーズに応じた専門的支援に積極的に取組む」としています。 

さらに、同通達の「１ 基本的考え方」において、「障害者の雇用管理に関する具体

的な課題や支援ニーズを有する事業主に対して支援を実施する場合には、事業主支援

計画を策定し、当該計画に基づいて支援を実施する。当該計画の策定に当たっては、

事業主の支援ニーズに対して有効と考えられる援助内容やその具体的な方法を事業主

に積極的に提案することで、より効果的な支援の実施につなげることとする。」として

います。また、事業主支援計画については、同通達の「５ 事業主支援計画の策定」

において、その内容が支援目標、支援内容、支援体制、支援計画期間で構成されるも
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職中の者に関する職場での課題等を的確に把握しておくことの重要性、また、そのた

めに事業主と支援者、事業主と対象者が復職のための調整等に関する効果的なコミュ

ニケーションツールの必要性が示唆されています。 

これらを踏まえ、発達障害者の雇用継続支援技法の開発に当たって、リワーク支援

における事業主に対する助言・援助に活用できる技法又はツールの開発をも視野に取

り組むこととしました。 

 

 

４ 雇用継続支援のための状況把握と目標共有のためのツールの開発と試行 

これまで述べたように、働く発達障害者の増加に加えて、就職後に不適応状態にな

る者、また、就職後に精神面の不調等が原因で医療機関を受診し、はじめて発達障害

の診断を受ける者が少なくありません。 

さらに、地域センターのリワーク支援の対象者の中に、発達障害のある者が増えて

おり、事業主に対する助言・援助において対応の難しさが指摘されています。 

このような状況を踏まえ、職業センターでは、ＷＳＳＰを通じて、休職者等の在職

者に対する雇用継続支援を実施し、併せて、雇用継続支援技法の開発に取り組みまし

た。 

雇用継続支援においては、対象者、事業主及び支援者が職場で発生している問題の

状況について、共通認識を得ながら進めることが重要であると捉え、３者間の共通認

識を図るために活用するツールである『在職者のための情報整理シート』（以下「『情

報整理シート』」という。）の検討と検証を行いました。 

『情報整理シート』は、問題状況に対する事業主と対象者の捉え方が異なることか

ら、対処や環境調整等の配慮事項にミスマッチが生じてしまい、問題解決が進みにく

くなることに着目して、問題状況、事業主と対象者の捉え方を把握することにより、

事業主と対象者が取り組むべき目標を設定すること等を目的としています。 

また、『情報整理シート』の活用が効果的な雇用継続支援につながることについて、

実際に雇用継続支援の過程において試行し、在職中の発達障害者の雇用継続支援の流

れ、その流れに沿った使用方法等についても検証を行いました。 

のであることが規定されています。 

事業主支援計画の策定においては、職場で生じている課題改善と雇用継続に向けた

方策について、障害者個々の特性と職業上の課題、職場環境や人的支援体制の状況等

に基づき、障害者、事業主及び支援者が協働していくための具体的な支援目標を設定

することが重要となります。具体的な支援目標の設定により、この３者が取り組むべ

き具体的な内容を検討し、協働するための協力関係を形成することができます。しか

しながら、上記１で述べたように事業主は、発達障害の特性を踏まえた課題の把握と

理解が難しいこと、また、発達障害者においても自ら業務遂行状況等の課題を理解す

ることが苦手であること等により、職場で発生している課題、改善すべき事項、取り

組むべき目標等についての捉え方に、事業主と発達障害者の間で不一致が生じること

が多くあります。 

このような状況での事業主支援計画の策定においては、まず、発生している課題に

ついて、事業主及び発達障害者の理解の内容等を把握し、それらの摺り合わせを行い

ながら共有できる支援目標の設定に取りかからなければなりません。 

また、有識者等から、雇用継続を進めるに当たって、就労状況や生じている課題に

ついて事業主と発達障害者が共有することの重要性、そのための方策の必要性が示唆

されています。 

これらを踏まえ、発達障害者の雇用継続支援技法の開発の視点に、事業主支援計画

の策定において有効となる技法又はツールの開発を加えて取り組むこととしました。 

 

 

３ リワーク支援での課題を踏まえた技法開発 

発達障害の特性を有しているが発達障害の診断を受けていない休職者について、職

場復帰を進めるに当たってリワーク支援を実施するケースでは、支援対象障害者に対

しては、リワーク支援のカリキュラム、職業準備支援における発達障害者就労支援カ

リキュラム、作業支援等を横断的に活用し、支援を行っています。 

一方、事業主に対しては、職場復帰後の再発防止の手だてとして、職場環境調整等

雇用管理上の留意事項に関する助言を行います。ここで、対象者本人の同意を得て、

発達障害の特性を踏まえた助言を行うことが望ましいところですが、リワーク支援実

施中に、発達障害の診断、精神障害者保健福祉手帳の取得に至るケースは少なく、こ

れらを前提とした事業主に対する効果的な助言・援助を行えない現状があります。し

かしながら、発達障害の特性を有するリワーク支援対象者に関しては、職場復帰後に

休職前と同様の職務や環境では、再適応が難しく、休職を繰り返す例が少なくありま

せん。 

地域センターは、発達障害の特性を有するリワーク支援対象者の特性と職場での配

慮事項について、如何に事業主に伝え、理解を促すかに苦労している状況があります。

このことは、特性とはかけ離れた憶測の下で評価と理解が行われ、そのために個々の

特性に基づく問題解決の方法が検討されていないという点において、上記１で述べた

ことと同様と言えます。 

また、有識者等からは、発達障害の診断を受けていない者であっても、事業主が休
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第３章 雇用継続支援の取組みの概要 

 

１ 対象者の状況 

平成２５及び平成２６年度のＷＳＳＰ受講者３２名のうち、就業中または休職中の

在職している発達障害者９名及び雇用している事業所９社に対し、雇用継続支援を実

施しました（表１）。受講期間は、いずれも１３週間としました。 

受講日については、就業中の者は、事業所での勤務を行いながら併せてＷＳＳＰを

受講するため、原則として、事業所での勤務を週３日、ＷＳＳＰの受講を週２日とし、

個別に設定しました。また、休職中の者は、原則として、週５日の受講としました。 

就業中の者（№１、２、３、４）は、就職前に発達障害者の診断と精神障害者保健

福祉手帳を取得しており、採用時に障害者として雇用され、地域センターまたは支援

機関によるサポートを受けていました。ＷＳＳＰの受講は、就職後の不適応状況につ

いて、事業主が地域センター等に援助の要請を行い、それに対して地域センター等が

ＷＳＳＰによる詳細なアセスメントの実施等を勧めたことが契機となっています。 

休職中の者５名のうち４名の者（№６、７、８、９）は、就職後に発達障害の診断

を受けており、いずれもうつ症状を伴っています。休職中に事業主が地域センターに

職場復帰支援の要請を行い、それに対して地域センターがＷＳＳＰによるアセスメン

トの実施等を勧めたことが契機となっています。 

就職後に発達障害の診断を受けた者のうち、勤務年数５年未満の者（№５、６、７）

は、職務遂行力と職務内容のミスマッチが原因と思われる不適応状況が見られていま

す。勤務年数１０年以上の者（№８、９）は、職務遂行力が高く評価されている一方

で、他の特性に応じた業務量の調整、スケジューリングが適切に行えていないことか

ら、残業が増えて体調不良になるといった不適応状況が見られています。 

 

表１ 対象者状況（H26 年 12 月時点：受講予定者を含む） 

№  診断 名  就業 中等 勤務 年数 職 種  受 講 頻 度  

１  高機能自閉症  就業中  ３年 一般事務  週２日  

２  広汎性発達障 害  就業中  １年 一般事務  週２日  

３  アスペルガー  就業中  １年 一般事務  週２日  

４  広汎性発達障 害  就業中  １年 一般事務  週２日  

５  多動性障害  休職中  ４年 専門職  週５日  

６  アスペルガー/うつ  休職中  ２年 専門職  週５日  

７  発達障害/うつ  休職中  １年 専門職  週５日  

８  アスペルガー/双極性  休職中  12 年 専門職  週５日  

９  発達障害/うつ  休職中  16 年 一般事務  週５日  

（注）勤務年数は、ＷＳＳＰを受講した時点の勤務年数。 
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２ 事業主のニーズ 

発達障害者の雇用継続支援では、発達障害のある従業員（以下「従業員」という。）

に対する職場定着のための支援に加えて、その従業員の雇用管理を行う事業主に対す

る支援を併せて行うことが重要です。 

表２は、雇用継続支援を利用した事業主から挙げられた雇用管理及び職場適応上の

課題について、項目毎にまとめたものです。事業所を訪問した際に、担当者からは、「い

つまでもミスがなくならない」「どのように指導したらよいか分からない」「話が通じ

ない。何を考えているのか掴みづらい」等日々発生する問題が解決できず、本人に対

する不満が重なり、感情的なトラブルに発展している様子も見られました。 

このように、事業主の雇用管理の範囲は、従業員に対する配慮事項の検討だけでな

く、その周囲の従業員を含めた関係調整に及ぶため、事業主は、早急に事態を収拾し、

再び同じ問題を生じないように対策を講じたいと考えています。 

さらに、発達障害の特性の多様さに加え、環境の違い、職種毎の固有の問題等によ

り、それぞれ配慮事項が異なることは、一層雇用管理の難しさを感じる要因となって

います。 

雇用継続支援は、雇用後に発生する様々な事業主の悩みや困り事の中から、現に解

決を望んでいる事柄を整理し、具体的な取組みにつなげることが大切です。そのため

には、職場で生じている問題状況と発達障害に起因した個々の特性を結び付けて捉え

るための支援が重要であると言えます。 

 

表２ 事業主が感じている雇用管理及び職場適応の課題 

健康・体調・生活面 

・体調不良で欠勤しがち、原因がつかみづらい（生活状況や家

族状態などは事業主が把握しにくい）。 

・体調不良の程度や原因（ストレスや疲労など）が把握しにく

く、対処法の検討が難しい。 

・仕事と余暇のバランスが悪く、休日にエネルギーを費やして

仕事に影響を与える。 

コミュニケーション 

・会話が噛み合わず（または気持ちの表現が苦手）、何を考えて

いるのか分かりにくい。 

・注意や指摘に対して固まってしまうため指導方法に迷う。 

・事業主の意図が上手く伝わらず、否定されたと受け取られる。

ビジネスマナー 
・相手の状況に構わず唐突に報告など、話しかけてくる。 

・廊下の真ん中を歩くなど他者配慮が苦手な面がある。 

職務遂行・職務再設計 

 

・特性に合った業務を与えたいが、定型作業は少なく、発達障

害に適した業務が見つけにくい 

・得意な業務で自信をつけて欲しいと思うがミスが減らない 

・配置転換の検討にあたって、従業員の特性と自社の業務を結

び付ける情報が欲しい 

 

３ 『在職者のための情報整理シート』の概要 

（１）『在職者のための情報整理シート』の検討 

前述したように、事業主は、発達障害者の雇用管理における問題解決の難しさを

抱えています。また、従業員も職場で様々な悩みを抱えていますが、その内容は、「注

意されている意味が理解できない」「仕事のコミュニケーションでは特に困っていな

い」「ストレスや疲れは感じていない」など事業主とは異なっていることが多くあり

ます。 

例えば、Ａさんは、上司が客と打ち合わせをしている時に、唐突にその場に介入

し、上司に報告することが頻繁にあります。上司は毎回注意をしますが、報告のタ

イミングのズレが修正されません。一方、Ａさんは、「上司が誰かと話している時は、

余裕がある時なので自分も話しかけても良い。一方、パソコン作業で集中している

時は、集中しており邪魔してはいけない時なので話しかけないようにしている。」と

考えています。このような、職場の中で発生する「報告」の場面のひとつをとって

も、事業主と従業員の考え方や捉え方が異なっていることから、Ａさんの行動は修

正されず、上司の注意が繰り返されます。 

現状では、事業主が、従業員の不適応行動について発達障害に起因する特性とし

て捉え、それらを踏まえてきめ細かな配慮を検討することは容易ではありません。 

雇用継続支援では、事業主と従業員の問題状況に対する考え方や捉え方の相違を

把握し、問題の整理、取組課題の明確化、目標の共有までを『情報整理シート』を

活用して進めることを検討しました。検討にあたっては、障害者職業総合センター 

調査研究報告書 №101「発達障害者の企業における就労・定着支援の現状と課題に

関する基礎的研究」を参考にしました。 
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A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

生活面の自己管理ができる（睡眠・食事・休養）

健康面の自己管理ができる（通院、服薬、体調管理）

体調が悪い時の連絡、相談ができる

体調の維持、予防のための自己対処を行っている

疲労やストレスを軽減するための自己対処を行っている

自分に合った余暇の過ごし方ができる

自分に合った職場における休憩の過ごし方ができる
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を検討する
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言葉の意味だけでなく、言外の意味を理解し、相手の意図を正しく理解できる

相手の言葉の意味が分からない時に質問ができる

情報の伝達

正しく情報を伝えられる

伝える内容をまとめて説明できる

口頭で要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、相手に自分の意見を適切に伝える

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談ができる（タイミングを意識してできる）

必要な情報を報告・連絡・相談の場面で、簡潔に伝えられる

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

困った時に相談ができる
（対人関係などの仕事の悩みを相談できる）

意思の表明

いつ・どこで・誰が・なぜ・どのように（５W１H）を明確にして説明できる

場面（TPO）に応じて、振る舞い方を適切に変えて意見を主張できる

他者に分かりやすい表現で、意見を主張できる

相手の意見の尊重

相手の意見を受け入れられる

自分と異なる考え方を否定しない
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（２）『在職者のための情報整理シート』の構成 

『情報整理シート』は、事業主用と従業員用の２種類を作成しました。事業主用

と従業員用ともに、「健康面・体調面・生活面」、「職場のコミュニケーションについ

て」、「ビジネスマナーについて」により構成されており、チェックする項目は、基

本的には同様の内容にしています。 

なお、従業員用については、「健康面・体調面・生活面」の中に「疲労やストレス

を感じる時がある」の項目を加えており、ストレス・疲労のサイン等を把握できる

ようにしています。 

 
（３）『在職者のための情報整理シート』の活用の基本的流れ 

  『情報整理シート』を活用するための基本的な流れの概要は、次のとおりです。

その詳細、留意事項については、「第４章 『在職者のための情報整理シート』の活

用の実際」に紹介します。 

 

イ 就労状況の把握＜ステップ１＞ 

・事業主及び従業員に『情報整理シート』をそれぞれ作成してもらいます。 

・作成された『情報整理シート』の各項目に沿って、事業主及び従業員から現状

の就労状況についてそれぞれ情報収集を行います。 

 

ロ 取組課題の明確化＜ステップ２＞ 

・事業主と従業員が作成したシートを比較し、それぞれの就労状況に対する捉え

方の相違を把握します。また、捉え方の異なっている項目について、それぞれ

にインタビューを行います。 

・把握した情報をもとに、取組課題を明らかにし、共有します。 

 

ハ 取組目標の設定＜スッテプ３＞ 

・ステップ２で明確になった取組課題について、事業主、従業員及び支援者が話し合

いを行い、３者が協働して取り組む当面の目標を設定します。 

 

ニ 具体的な取組みの検討＜ステップ４＞ 

・支援者は、当面の目標に応じた取組内容、スケジュール等を提案しながら、取組み

に向けた話し合いを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 雇用継続支援における『在職者のための情報整理シート』の効果 

『情報整理シート』の効果について、雇用継続支援を実施した事例を通じて検証す

ると、次のことが言えます。 

 

表１の No.１～４の４名は、採用時点で発達障害があることを伝えられており、事業

主が個々の特性に応じた様々な配慮を行っていましたが、課題解決が求められる場面

が生じた時に、その課題の背景や理由が理解しにくいことから、対応に苦慮している

という点で共通しています。 

例えば、そのうち２名は、「家族関係の不調による欠勤が多い。」「仕事と余暇のバラ

ンスが悪く、休日にエネルギーを使い果たして仕事を休む。」等、職場では把握しにく

い生活状況が体調や仕事に直接影響していました。 

これらの従業員に対し、特に『情報整理シート』の「健康面・体調面・生活面」の

項目に焦点をあててインタビューを行い、生活面等に関する具体的な状況、従業員の

考え方や捉え方について把握しました。 

『情報整理シート』の活用により、事業主が従業員の生活状況等を把握するととも

に、課題の背景や理由を双方で共有し、生活面での改善目標を設定することができま

した。目標に応じた支援機関での具体的なサポートにより、課題改善に向けた自立的

な取組みの実施につながっています。 

 

表１の No.５～９の５名は、職場不適応の状況から精神的な不調が生じて休職に至っ

ているケースです。彼らの事業主は、「従業員の作業のミスが減らない。」「従業員の特

性に合った業務の検討が難しい。」等の職務遂行力や職務内容のミスマッチから生じる

課題を感じていました。また、従業員の対人マナーや感情のコントロール等について

負担感や不満を抱えている状態でした。 

これらの事業主に対し、『情報整理シート』を使用して、職場で生じている問題状況

と発達障害の特性を関連づけて話し合いました。 

その結果、事業主から次のような意見を聞くことができています。 

 

・発達障害の特性が影響しているのなら、特性についてしっかり把握して対応を 

検討する必要がある。 

・ミスを減らすためには特性に応じた業務内容の工夫がより必要になる。 

・課題ばかりに目を向けず、得意な面を把握して業務に反映させたい。 

 

事業主は、『情報整理シート』の活用により、問題となっている状況を冷静に分析し、

課題のみではなく従業員の強みにも目を向けて職場復帰のための準備を進めています。 

このように雇用後の不適応状況の支援場面において、支援者は、事業主と従業員の

関係がぎくしゃくしている、また、従業員に対する客観的な判断や評価が困難になっ

ている場面に直面することが多くあります。雇用継続支援において、『情報整理シート』

を活用して焦点を絞ることにより、課題の解決に向けた話し合いが進めやすくなると

言えます。 
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さらに、次の効果も期待できます。 

第１章の２の（２）で述べたように、地域センターが実施するリワーク支援の対象

者の中に発達障害のある者が増えており、事業主に対する助言・援助において対応の

難しさが指摘されています。『情報整理シート』は、発達障害の診断の有無によらず、

発達障害の傾向を有している者、発達障害関連のアプローチが有効と思われる者に対

しても幅広く活用できると考えます。 

また、『情報整理シート』は、支援者が事業主と従業員の両者に就労状況を聞き取り

ながら進めることを想定していますが、事業主自らが使用して雇用管理に活用するこ

ともできると考えます。 

 

 

『在職者のための情報整理シート』の効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①共通の項目で聞き取ることにより、事業主と従業員の現状の就労状況につい

ての考え方や捉え方の相違を確認することができる。 

 

②項目に沿って話し合いを進めることで、事業主と従業員が客観的な視点で就

労状況を捉えることができる。 

 

③確認した就労状況にもとづき、事業主と従業員が課題点を摺り合わせ、共通

の理解のもとで今後の取組目標を設定することができる。 

第４章 『在職者のための情報整理シート』の活用の実際 

       ～ Ｘ社Ｙさんの活用事例を通じて ～ 
 

 

１ 就労状況の把握＜ステップ１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事業主によるシートの作成 

事業主は、『在職者のための情報整理シート（事業主用）』を作成します。 

従業員の就労状況について情報をとりまとめてシートの該当箇所に印をつけ、職

場適応状況を次のＡ～Ｄに振り分けて評価します。 

人事担当者が窓口として対応する場合がありますが、具体的な就労状況を把握し

ていない場合は、従業員の状況をよく知る所属先の担当者に評価を行ってもらいま

す。 

   

Ａ：できている 

概ね問題なくできている。 

Ｂ：職業上の課題 

職業上の課題であると感じており、事業主と従業員が改善に向けた取組みを

行う必要がある。 

Ｃ：事業主が配慮を検討する 

   職業上の課題であると感じており、事業主が業務内容の変更や環境調整など

を行う必要がある。 

Ｄ：該当場面なし 

   該当する業務及び場面が発生しない。 

 

（２）従業員によるシートの作成 

事業主と同様に、従業員は、『在職者のための情報整理シート（従業員用）』を作

成します。自らの就労状況をシートの項目に沿って自己評価し、該当箇所Ａ～Ｄに

印をつけます。 

なお、従業員によるシートの作成（自己評価）が難しい場合は、支援者が相談場

面でシートの項目に沿って聞き取りを行い、情報収集します。シートを実際に見せ

ながら順番どおりに聞き取ることにより、従業員の意見を引き出しやすくなります。 

 

事業主及び従業員に、『情報整理シート』をそれぞれ作成してもらいます。 

また、作成されたシートの各項目に沿って、事業主及び従業員から現状の就労

状況についてそれぞれ情報収集を行います。 
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事業主と同様に、従業員は、『在職者のための情報整理シート（従業員用）』を作

成します。自らの就労状況をシートの項目に沿って自己評価し、該当箇所Ａ～Ｄに

印をつけます。 

なお、従業員によるシートの作成（自己評価）が難しい場合は、支援者が相談場

面でシートの項目に沿って聞き取りを行い、情報収集します。シートを実際に見せ

ながら順番どおりに聞き取ることにより、従業員の意見を引き出しやすくなります。 

 

事業主及び従業員に、『情報整理シート』をそれぞれ作成してもらいます。 

また、作成されたシートの各項目に沿って、事業主及び従業員から現状の就労

状況についてそれぞれ情報収集を行います。 
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２ 取組課題の明確化＜ステップ２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）就労状況に対する捉え方の相違の把握 

事業主と従業員がそれぞれ作成した『情報整理シート』にもとづいて、両者が課

題と感じていることについての考え方や捉え方について話し合います。 

これらの話し合いにあたって、事業主や従業員が感じている課題の背景には、日

頃の業務の中で生じる思いのすれ違い、小さな不満の積み重ね、相手の事情を知ら

ないことによる思い込みが原因になっている場合があります。そのため、その背景

の理由等も併せて把握することが重要です。 

 

 

（２）取組課題の摺り合わせ 

支援者は、『情報整理シート』により事業主と従業員から把握した情報を摺り合わ

せ、今後取り組むべき課題を抽出します。 

課題の抽出にあたって、問題や原因の摺り合わせだけでなく、従業員が「どうし

たいと思っているのか」等にも着目して、話し合いを繰り返し行うことが重要です。 

また、支援者が偏った見方にならないよう、先入観をもたずに中立的立場での聞

き取りや助言が大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主と従業員が作成したシートを比較し、それぞれの就労状況に対する捉え方

の相違を把握します。また、捉え方の異なっている項目について、それぞれにイン

タビューを行います。 

例 えば 、事 業主 は、 B「 職業 上の 課題 」に印 をつ けて いる が、従 業員 は、 A「 で

きている」につけているなど、両者の認識が異なる部分を中心にインタビューを行

い、理由や具体的なエピソードについて詳しく聞き取り、両者の考えを把握します。

そして、把握した情報をもとに、取組課題を明らかにし、共有します。  

●活用に当たっての留意事項  

ス テップ２ では、『情報 整理シー ト』によ り事 業主と従 業員から 課題 の状況に 関

する背景やエピソードを聞き取り、両者が共有できる情報を増やすことがポイント

になります。 

Ａ：できている 

概ね問題なくできている。 

Ｂ：課題を感じている。対処法を検討したい 

職業上の課題があると感じており、事業主と相談しながら改善に向けた取組み

を行いたいと思っている。 

Ｃ：周囲に配慮をお願いしたい 

   職業上の課題があると感じているが、自ら改善に向けた取組みが難しいので、

事業主や他の従業員に配慮してほしいと思っている。 

Ｄ：該当場面なし 

   該当する業務及び場面が発生しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●活用に当たっての留意事項  

 事業主が作成する際は、次のことに留意します。 

・『情報整理シート』は、従業員の雇用継続の可否を判断するためのものでは

ないこと。 

・ 現 状の 従業 員の 就労 状 況を 把握 し、 雇用 継 続の ため の配 慮事 項 や支 援方 法

を検討するためのものであること。 

 

 従業員が作成する際は、次のことに留意します。 

・ 事 業主 が職 場で 必要 な 配慮 事項 を検 討す る ため に、 従業 員が 配 慮を 求め て

いる場面や状況を確認するためのものであること。 

・ 課 題を 感じ てい るこ と を共 有し 、対 処方 法 の検 討や 取組 みを 支 援す るた め

のものであること。 
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２ 取組課題の明確化＜ステップ２＞ 
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ないことによる思い込みが原因になっている場合があります。そのため、その背景

の理由等も併せて把握することが重要です。 

 

 

（２）取組課題の摺り合わせ 

支援者は、『情報整理シート』により事業主と従業員から把握した情報を摺り合わ

せ、今後取り組むべき課題を抽出します。 

課題の抽出にあたって、問題や原因の摺り合わせだけでなく、従業員が「どうし

たいと思っているのか」等にも着目して、話し合いを繰り返し行うことが重要です。 

また、支援者が偏った見方にならないよう、先入観をもたずに中立的立場での聞

き取りや助言が大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主と従業員が作成したシートを比較し、それぞれの就労状況に対する捉え方

の相違を把握します。また、捉え方の異なっている項目について、それぞれにイン
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例 えば 、事 業主 は、 B「 職業 上の 課題 」に印 をつ けて いる が、従 業員 は、 A「 で

きている」につけているなど、両者の認識が異なる部分を中心にインタビューを行

い、理由や具体的なエピソードについて詳しく聞き取り、両者の考えを把握します。

そして、把握した情報をもとに、取組課題を明らかにし、共有します。  

●活用に当たっての留意事項  

ス テップ２ では、『情報 整理シー ト』によ り事 業主と従 業員から 課題 の状況に 関

する背景やエピソードを聞き取り、両者が共有できる情報を増やすことがポイント

になります。 

Ａ：できている 

概ね問題なくできている。 

Ｂ：課題を感じている。対処法を検討したい 

職業上の課題があると感じており、事業主と相談しながら改善に向けた取組み

を行いたいと思っている。 

Ｃ：周囲に配慮をお願いしたい 

   職業上の課題があると感じているが、自ら改善に向けた取組みが難しいので、

事業主や他の従業員に配慮してほしいと思っている。 

Ｄ：該当場面なし 

   該当する業務及び場面が発生しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●活用に当たっての留意事項  

 事業主が作成する際は、次のことに留意します。 

・『情報整理シート』は、従業員の雇用継続の可否を判断するためのものでは

ないこと。 

・ 現 状の 従業 員の 就労 状 況を 把握 し、 雇用 継 続の ため の配 慮事 項 や支 援方 法

を検討するためのものであること。 

 

 従業員が作成する際は、次のことに留意します。 

・ 事 業主 が職 場で 必要 な 配慮 事項 を検 討す る ため に、 従業 員が 配 慮を 求め て

いる場面や状況を確認するためのものであること。 

・ 課 題を 感じ てい るこ と を共 有し 、対 処方 法 の検 討や 取組 みを 支 援す るた め

のものであること。 
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『情報整理シート』の記入及びインタビュー例 

 

事 ･･･事業主がつけた印 ○本 ・・・従 業 員 がつけた印  

              ※事業主と従業員の記入を同一シートで表示 

 

＜健康面・体調面・生活面について＞ 

健 康 面 ・体 調 面 ・生 活 面 について 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

できている 職 業 上 の 

課 題  

事 業 主 が配 慮

を検 討 する 

該 当 場 面  

なし 

生 活 面 の自 己 管 理 ができる 

（睡 眠 ・食 事 ・休 養 ） 
○本  事  

  

健 康 面 の自 己 管 理 ができる 

（通 院 、服 薬 、体 調 管 理 ） 
○本  事  

  

体 調 が悪 い時 の連 絡 、相 談 ができる 

○本  事  
  

体 調 の維 持 、予 防 のため の自 己 対 処 を

行 っている 
○本  事  

  

 

＜Ｘ社へのインタビュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ｙさんへのインタビュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｙさんは、風邪の症状（咳、熱）が続いても通院せず重症化して欠勤する、また、

体調不良を理由に月１～２回遅刻することがあります。遅刻した理由や症状を尋ね

ても「体調不良です。」としか言わないためＹさんの状態がよく把握できません。 

 

 

 

Ｘ 社 は 、 Ｙ さ ん の 体 調 管 理 の 意 識 の 乏 し さ や 必 要 な 対 処 を と っ て い な い こ

と を 課 題 だ と 感 じ て い ま す 。  

起きがけに気分が悪い時があり、時々１０分程度遅刻します。原因は、特に考え

たことはありません。風邪を引いた時は、熱があっても寝れば治ることが多く、２

日経っても熱が下がらなければ病院に行きます。 

 

 

 

Ｙ さ ん は 、 自 分 な り に 考 え て 対 処 を と っ て い る と い う 思 い が あ り 、 体 調 不

良 や 多 少 の 遅 刻 に つ い て は 、そ れ 程 気 に す る こ と で は な い と 考 え て い ま す 。 

＜職場のコミュニケーションについて＞ 

職 場 のコミュニケーションについて 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

できている 職 業 上 の 

課 題  

事 業 主 が配 慮

を検 討 する 

該 当 場 面

なし 

情 報 の理 解      

相 手 の言 葉 の意 味 をずれなく理 解 できる  事  ○本    

言 葉 の意 味 だけでなく、言 外 の意 味 を理 解

し、相 手 の意 図 を正 しく理 解 できる 
  事  ○本   

相 手 の言 葉 の意 味 が分 からない時 に質 問

ができる  事  ○本   

情 報 の伝 達      

正 しく情 報 を伝 えられる  ○本  事   

伝 える内 容 をまとめて説 明 できる  ○本  事   

口 頭 で要 点 を押 さえた説 明 ができる  ○本  事   

 

 

＜Ｘ社へのインタビュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ｙさんへのインタビュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

「相手の言葉の意味をずれなく理解できる」の項目では、Ｙさんが指示と違う行

動をとり、自己判断で作業を進めてしまうことが多いことから、Ｘ社としては、指

示の理解がずれているのではないかと感じています。また、メモを取らなくても覚

えることができそうな指示も忘れてしまいます。 

 

Ｙ さ ん が 気 持 ち や 考 え を 上 手 く 言 葉 に で き ず パ ニ ッ ク に な り や す い こ と か ら 、

負 担 を 軽 減 す る た め に 調 整 業 務 を 避 け る 、 会 議 で 発 言 を 求 め な い 等 の 配 慮 が 必

要 と 考 え て い ま す 。  

「相手の言葉の意味をずれなく理解できる」については、理解ができないのではな

く、相手が速く話すと聞き取れないことがあります。ゆっくり話してもらえれば理解

できます。そうすれば質問もできると思います。 

会議で自分の意見をきちんと言えなければならない、努力して上手く説明できるよ

うになりたいと考えています。 
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『情報整理シート』の記入及びインタビュー例 

 

事 ･･･事業主がつけた印 ○本 ・・・従 業 員 がつけた印  

              ※事業主と従業員の記入を同一シートで表示 

 

＜健康面・体調面・生活面について＞ 

健 康 面 ・体 調 面 ・生 活 面 について 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

できている 職 業 上 の 

課 題  

事 業 主 が配 慮

を検 討 する 

該 当 場 面  

なし 

生 活 面 の自 己 管 理 ができる 

（睡 眠 ・食 事 ・休 養 ） 
○本  事  

  

健 康 面 の自 己 管 理 ができる 

（通 院 、服 薬 、体 調 管 理 ） 
○本  事  

  

体 調 が悪 い時 の連 絡 、相 談 ができる 

○本  事  
  

体 調 の維 持 、予 防 のため の自 己 対 処 を

行 っている 
○本  事  

  

 

＜Ｘ社へのインタビュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ｙさんへのインタビュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｙさんは、風邪の症状（咳、熱）が続いても通院せず重症化して欠勤する、また、

体調不良を理由に月１～２回遅刻することがあります。遅刻した理由や症状を尋ね

ても「体調不良です。」としか言わないためＹさんの状態がよく把握できません。 

 

 

 

Ｘ 社 は 、 Ｙ さ ん の 体 調 管 理 の 意 識 の 乏 し さ や 必 要 な 対 処 を と っ て い な い こ

と を 課 題 だ と 感 じ て い ま す 。  

起きがけに気分が悪い時があり、時々１０分程度遅刻します。原因は、特に考え

たことはありません。風邪を引いた時は、熱があっても寝れば治ることが多く、２

日経っても熱が下がらなければ病院に行きます。 

 

 

 

Ｙ さ ん は 、 自 分 な り に 考 え て 対 処 を と っ て い る と い う 思 い が あ り 、 体 調 不

良 や 多 少 の 遅 刻 に つ い て は 、そ れ 程 気 に す る こ と で は な い と 考 え て い ま す 。 

＜職場のコミュニケーションについて＞ 

職 場 のコミュニケーションについて 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

できている 職 業 上 の 

課 題  

事 業 主 が配 慮

を検 討 する 

該 当 場 面

なし 

情 報 の理 解      

相 手 の言 葉 の意 味 をずれなく理 解 できる  事  ○本    

言 葉 の意 味 だけでなく、言 外 の意 味 を理 解

し、相 手 の意 図 を正 しく理 解 できる 
  事  ○本   

相 手 の言 葉 の意 味 が分 からない時 に質 問

ができる  事  ○本   

情 報 の伝 達      

正 しく情 報 を伝 えられる  ○本  事   

伝 える内 容 をまとめて説 明 できる  ○本  事   

口 頭 で要 点 を押 さえた説 明 ができる  ○本  事   

 

 

＜Ｘ社へのインタビュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ｙさんへのインタビュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

「相手の言葉の意味をずれなく理解できる」の項目では、Ｙさんが指示と違う行

動をとり、自己判断で作業を進めてしまうことが多いことから、Ｘ社としては、指

示の理解がずれているのではないかと感じています。また、メモを取らなくても覚

えることができそうな指示も忘れてしまいます。 

 

Ｙ さ ん が 気 持 ち や 考 え を 上 手 く 言 葉 に で き ず パ ニ ッ ク に な り や す い こ と か ら 、

負 担 を 軽 減 す る た め に 調 整 業 務 を 避 け る 、 会 議 で 発 言 を 求 め な い 等 の 配 慮 が 必

要 と 考 え て い ま す 。  

「相手の言葉の意味をずれなく理解できる」については、理解ができないのではな

く、相手が速く話すと聞き取れないことがあります。ゆっくり話してもらえれば理解

できます。そうすれば質問もできると思います。 

会議で自分の意見をきちんと言えなければならない、努力して上手く説明できるよ

うになりたいと考えています。 
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課題の摺り合わせ（例） 

 

●健康面・体調面・生活面について 

Ｙさんは、この項目に関して全て「できている」と答え、体調不良について自分なりに

対処しており、特に課題を感じていない。 

しかし、Ｘ社は、日頃の状況から課題があると感じている。 

●職場のコミュニケーションについて 

Ｙさんは、「情報の伝達」に関して、自己対処しなければならないものと考え、強い課 

題認識を持っている。 

しかし、Ｘ社は、「会議で発言を求めない、調整業務を避ける等の配慮が必要」と感じ 

ている。 

 

これらの相違がある項目について話し合いを行い、次のことを共有した。 

 

  Ｘ社は、体調の自己管理について具体的な取組みの必要性を感じているため、目標

に掲げることが重要なこと。 

  「情報の伝達」については、Ｙさんの自己対処を期待しているのではなく、Ｘ社が

配慮する方向で検討しているため、今の段階では取組みの必要性が低いこと。 

  Ｙさんが指示と違う行動をとり、自己判断で進めてしまうことの背景について 

①相手の話す速度についていけない 

②そのためメモが取れない 

③指示内容を理解するための時間がかかる 

④その間に指示された内容を忘れてしまう 

⑤そのために質問ができない 

 

取組課題の整理（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●健康面・体調面・生活面について 

・風邪を引いて、重症化するまで対処しない。 

・体調不良で、月１～２回遅刻する。 

・体調不良の原因は思い当たらない。 

・体調不良が見た目からは判別がつかない。 

・聞いても詳しく説明しない。 

・体調管理の意識が乏しい。 

・体調管理について必要な対処を取っていない。 

●取組課題 

 

①体調不良の原因、程度を把

握しにくい。 

 

②体調不良の予防や対処が不

足している。 

●職場のコミュニケーションについて 

・指示と違う行動をとる。 

・自己判断で作業を進めてしまう。 

・指示内容を正しく理解していないのでは 

ないか。 

・気持ちや考えを上手く言葉にできない。 

・パニックになると固まってしまう。 

●取組課題 

③Ｙさんにとって分かりやす

い指示の伝え方になってい

ない。 
 

④指示内容をメモにとるなど

の自己対処につながってい

ない。 

３ 取組目標の設定＜ステップ３＞ 

 

 

 

 

 

ステップ３では、明確になった取組課題の中から、当面の目標を設定し、解決にむ

けた取組みの方法や段取りについての検討を進めます。 

ステップ２で共有した取組課題を踏まえ、ステップ３では、事業主、従業員及び支

援者が共通理解の下で取組みを行う当面の目標を設定します。 

設定する目標は、①事業主が雇用継続のために必要な配慮事項（働きやすい業務や

環境の調整など）を検討するためのもの、②従業員が自らの課題に対して自己対処方

法を検討するためのものであることを、３者が共通に認識しておくことが大切です。 

なお、当面の目標設定を行い、取組みを進める中で、より優先すべき課題がみられ

た時は、改めて目標設定に立ち返り、再設定し、方向性を摺り合わせることも必要で

す。そして、目標の再設定、取組内容の再検討について関係者間で共有することが重

要です。 

 

 

 取組目標の設定（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ２で明確になった取組課題について、事業主、従業員及び支援者が話し合

いを行い、３者が協働して取り組む当面の目標を設定します。 

●取組課題 

①体調不良の原因、程度を把握

しにくい。 

 

②体調不良の予防や対処が不足

している。 

●取組課題 

③Ｙさんにとって分かりやすい

指 示 の 伝 え 方 に な っ て い な

い。 

 

④指示内容をメモにとるなどの

自 己 対 処 に つ な が っ て い な

い。 

●目 標 

①Ｙさんは、体調記録をつけてセルフモニタリン

グし、体調不良の原因や症状の現れ方を分析す

る。その結果をＸ社と共有する。 

 

②分析した情報から、Ｘ社が配慮できそうな事と

Ｙさんの自己対処を検討する。 

 

③Ｙさんが聴覚情報の理解が苦手なことから、指

示を文書で示す、理解しやすい速度で伝えるな

どの配慮を行う。 

 

④Ｙさんは、指示内容をメモにとる、説明の速度

が速いと感じた時は、それを相手に伝えるため

のコミュニケーションスキルを習得する。 
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課題の摺り合わせ（例） 
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●取組課題 

③Ｙさんにとって分かりやす

い指示の伝え方になってい

ない。 
 

④指示内容をメモにとるなど

の自己対処につながってい

ない。 
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ステップ３では、明確になった取組課題の中から、当面の目標を設定し、解決にむ

けた取組みの方法や段取りについての検討を進めます。 

ステップ２で共有した取組課題を踏まえ、ステップ３では、事業主、従業員及び支

援者が共通理解の下で取組みを行う当面の目標を設定します。 

設定する目標は、①事業主が雇用継続のために必要な配慮事項（働きやすい業務や

環境の調整など）を検討するためのもの、②従業員が自らの課題に対して自己対処方

法を検討するためのものであることを、３者が共通に認識しておくことが大切です。 

なお、当面の目標設定を行い、取組みを進める中で、より優先すべき課題がみられ

た時は、改めて目標設定に立ち返り、再設定し、方向性を摺り合わせることも必要で

す。そして、目標の再設定、取組内容の再検討について関係者間で共有することが重

要です。 
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ステップ２で明確になった取組課題について、事業主、従業員及び支援者が話し合

いを行い、３者が協働して取り組む当面の目標を設定します。 

●取組課題 

①体調不良の原因、程度を把握

しにくい。 

 

②体調不良の予防や対処が不足

している。 

●取組課題 

③Ｙさんにとって分かりやすい

指 示 の 伝 え 方 に な っ て い な

い。 

 

④指示内容をメモにとるなどの

自 己 対 処 に つ な が っ て い な

い。 

●目 標 

①Ｙさんは、体調記録をつけてセルフモニタリン

グし、体調不良の原因や症状の現れ方を分析す

る。その結果をＸ社と共有する。 

 

②分析した情報から、Ｘ社が配慮できそうな事と

Ｙさんの自己対処を検討する。 

 

③Ｙさんが聴覚情報の理解が苦手なことから、指

示を文書で示す、理解しやすい速度で伝えるな

どの配慮を行う。 

 

④Ｙさんは、指示内容をメモにとる、説明の速度

が速いと感じた時は、それを相手に伝えるため

のコミュニケーションスキルを習得する。 
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４ 具体的な取組みの検討＜ステップ４＞ 

 

 

 

 

 

具体的な取組みの検討に当たっては、目標が事業主と従業員の共通理解の下で設定

されていること、すなわち事業主と従業員双方のニーズに応えるための目標であるこ

とに留意し、その内容、スケジュール等を設定することが重要です。 

 

 

 

 具体的な取組み（例） 

 

支援者は、当面の目標に応じた取組内容、スケジュール等を提案しながら、取組み

に向けた話し合いを行います。 

③Ｙさんが聴覚情報の理解が苦手な

ことから、指示を文書で示す、理解

しやすい 速度で伝えるなどの 配慮

を行う。 

●図や画像を活用した作業指示書を作

成し、Ｘ社とＹさんとで共有する。 

④Ｙさんは、指示内容をメモにとる、

説明の速度が速いと感じた時は、そ

れを相手に伝えるためのコミュニ

ケーションスキルを習得する。 

●「職場対人技能トレーニング（JST）

を実施し、メモを作成する時のコミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル を 身 に つ け

る。 

①Ｙさんは、体調記録をつけてセル

フモニタリングし、体調不良の原

因や症状の現れ方を分析する。 

その結果をＸ社と共有する 

 

②分析した情報から、Ｘ社が配慮で

き そ う な 事 と Ｙ さ ん の 自 己 対 処

を検討する。 

 

●「リラクゼーション技能トレーニン

グ」による疲労等のセルフモニタリ

ングを行う。 

●体調不良の原因や症状に応じたリ

ラクゼーション法を検討し自己対

処法を実践する。 

●それらの特徴を「ナビゲーションブ

ック」に記載し、Ｘ社と共有する。

目 標 具体的な取組み 

第５章 雇用継続支援事例（ワークシステム・サポートプログラムを

活用した支援） 
 

１ 作業の活用 

「作業でのアセスメント結果を職務再設計に活用した事例」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）職場での状況及び課題の把握 

ａさんは、Ａ社に雇用されて６ヶ月が経過しました。Ａ社は、雇用にあたって

ａさんの特性を踏まえ、①スケジュールの固定化、②変更の少ない定型作業、③

作業ごとのマニュアルの整備を行いましたが、６ヶ月経過した時点でも作業ミス

が減らない、すでに習得しているはずの作業でも不定期にミスが発生するという

状況でした。 

そこで、『情報整理シート』を活用してそれぞれにインタビューを行い、就労状

況に対する両者の考え方を把握しました。 

 

イ Ａ社の意見 

・作業ミスがなくならない。見落としや見間違いなど様々で傾向が掴めない。 

・ミスした時に謝罪がない。対人マナーが不足している。 

・周囲の者が毎回ダブルチェックしなければならない状況になっている。その負 

担をかけているということを理解していない。 

 ロ ａさんの意見 

・いつも指示されたとおりに作業をしている。 

  ・一生懸命やっているのに毎回注意される。どうすればよいか分からない。 

  ・ミスを指摘された後に、修正してから報告しているのでミスはしていない。 

 

Ａ社は、採用当初から上記①～③の配慮を行っていますが、「ａさんの成長が見

られない」と感じ、課題の改善を諦めています。また、同じ部署の従業員は、毎

回のダブルチェックに負担感が高まっています。 

一方、ａさん自身は、一生懸命仕事をしているにもかかわらず、常に指摘や注

意を受けるため、次第に表情が硬くなり、口数が少なくなっています。 

このように従業員の職場適応に関して問題が発生すると、その従業員と事業主

の信頼感が揺らいでしまうことが多くあります。 

事業主は、従業員の雇用管理を行うにあたって、仕事が覚えられない、指示が入

らない、ミスが多い、教え方が分からないなどの作業遂行上の問題を指摘すること

があります。 

これは、作業ミスが改善されないケースについて、作業面でのアセスメントを行

い、職場においても実践できる対処方法等を検討した事例です。 

事例のポイント 
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４ 具体的な取組みの検討＜ステップ４＞ 

 

 

 

 

 

具体的な取組みの検討に当たっては、目標が事業主と従業員の共通理解の下で設定

されていること、すなわち事業主と従業員双方のニーズに応えるための目標であるこ

とに留意し、その内容、スケジュール等を設定することが重要です。 

 

 

 

 具体的な取組み（例） 

 

支援者は、当面の目標に応じた取組内容、スケジュール等を提案しながら、取組み

に向けた話し合いを行います。 

③Ｙさんが聴覚情報の理解が苦手な

ことから、指示を文書で示す、理解

しやすい 速度で伝えるなどの 配慮

を行う。 

●図や画像を活用した作業指示書を作

成し、Ｘ社とＹさんとで共有する。 

④Ｙさんは、指示内容をメモにとる、

説明の速度が速いと感じた時は、そ

れを相手に伝えるためのコミュニ

ケーションスキルを習得する。 

●「職場対人技能トレーニング（JST）

を実施し、メモを作成する時のコミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル を 身 に つ け

る。 

①Ｙさんは、体調記録をつけてセル

フモニタリングし、体調不良の原

因や症状の現れ方を分析する。 

その結果をＸ社と共有する 

 

②分析した情報から、Ｘ社が配慮で

き そ う な 事 と Ｙ さ ん の 自 己 対 処

を検討する。 

 

●「リラクゼーション技能トレーニン

グ」による疲労等のセルフモニタリ

ングを行う。 

●体調不良の原因や症状に応じたリ

ラクゼーション法を検討し自己対

処法を実践する。 

●それらの特徴を「ナビゲーションブ

ック」に記載し、Ｘ社と共有する。

目 標 具体的な取組み 

第５章 雇用継続支援事例（ワークシステム・サポートプログラムを

活用した支援） 
 

１ 作業の活用 

「作業でのアセスメント結果を職務再設計に活用した事例」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）職場での状況及び課題の把握 

ａさんは、Ａ社に雇用されて６ヶ月が経過しました。Ａ社は、雇用にあたって

ａさんの特性を踏まえ、①スケジュールの固定化、②変更の少ない定型作業、③

作業ごとのマニュアルの整備を行いましたが、６ヶ月経過した時点でも作業ミス

が減らない、すでに習得しているはずの作業でも不定期にミスが発生するという

状況でした。 

そこで、『情報整理シート』を活用してそれぞれにインタビューを行い、就労状

況に対する両者の考え方を把握しました。 

 

イ Ａ社の意見 

・作業ミスがなくならない。見落としや見間違いなど様々で傾向が掴めない。 

・ミスした時に謝罪がない。対人マナーが不足している。 

・周囲の者が毎回ダブルチェックしなければならない状況になっている。その負 

担をかけているということを理解していない。 

 ロ ａさんの意見 

・いつも指示されたとおりに作業をしている。 

  ・一生懸命やっているのに毎回注意される。どうすればよいか分からない。 

  ・ミスを指摘された後に、修正してから報告しているのでミスはしていない。 

 

Ａ社は、採用当初から上記①～③の配慮を行っていますが、「ａさんの成長が見

られない」と感じ、課題の改善を諦めています。また、同じ部署の従業員は、毎

回のダブルチェックに負担感が高まっています。 

一方、ａさん自身は、一生懸命仕事をしているにもかかわらず、常に指摘や注

意を受けるため、次第に表情が硬くなり、口数が少なくなっています。 

このように従業員の職場適応に関して問題が発生すると、その従業員と事業主

の信頼感が揺らいでしまうことが多くあります。 

事業主は、従業員の雇用管理を行うにあたって、仕事が覚えられない、指示が入

らない、ミスが多い、教え方が分からないなどの作業遂行上の問題を指摘すること

があります。 

これは、作業ミスが改善されないケースについて、作業面でのアセスメントを行

い、職場においても実践できる対処方法等を検討した事例です。 

事例のポイント 
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そこで、職業センターは、まずＡ社に対して発達障害の特性について改めて説

明し、ａさんの作業ミス等は、発達障害の特性が影響している可能性があること、

ミスに対する捉え方の違いから謝罪に結びつかないこと、ａさんのできていると

ころも同時に評価する必要があること等を助言しました。 

 また、ａさんのマイナス面のみに目が向いていたため、就労状況を客観的に見

てもらうことを目的に、『情報整理シート』を活用し、「ａさんが現在できている

こと」についてもインタビューを行いました。 

 

   

  

   

 

 

 

Ａ社とａさんが協働で取り組むための話し合いを行うためには、ａさんの課題

に目を向けるだけでなく、現在できていることも含めて就労状況を正確に把握す

ることが重要です。 

 

（２）支援目標の設定 

  イ 取組課題 

・ａさんの特性が理解できていないので、ａさんの作業や言動のマイナス点ば 

かり見ているのかもしれない。良い面をもっと評価することが必要である。 

・現在与えている作業のミスを減らすために、ａさんの特性を踏まえた工夫や

配慮が更に必要である。 

  ロ 支援目標 

   ・ａさんの作業遂行に関する特性を正確に把握し、作業内容、指示の出し方、

注意の仕方等を再検討する。 

 

（３）支援の実施 

職業センターにおいて、ＷＳＳＰの作業を活用し、ａさんの作業特性のアセス

メントを行いました。その結果、次の①～④の特性によってミスが発生している

ことが明らかになりました。 

なお、支援の実施にあたっては、あらかじめＡ社での業務内容の職務分析を行

い、Ａ社における実際の業務において実践できる方法を検討しました。 

 

   

 

 

 

 

● ＷＳＳＰの作業を通じて把握したａさんの作業特性 

① 指示内容とａさんの理解に齟齬が生じることが多く、その時は「きっと～だ

ろう」という思い込みで作業するためにミスをしてしまう。 

② 作業マニュアルの参照が苦手、確認のチェックポイントが理解できない。 

③ データ照合で視線を移動させる距離が長いと見落としが多く発生する。 

④ 照合しなければならない箇所が点在していると分からなくなる。 

● Ａ社が感じているａさんの強み（評価できるところ） 

 ・ 挨拶、返事をはっきりと丁寧に行える。 

 ・ 誰に対しても平等に同じ態度で接することができる。 

 ・ 決して、人のことを悪く言わない。 

 ・ 責任感がある。 

 ・ 決められた報告が行える。 

   ●ａさんの作業特性に応じた作業の工夫 

 

特性① 指示内容とａさんの理解に齟齬が生じる。思い込みによるミスが 

ある。 

工夫① ａさんが理解しやすい言葉でマニュアルを作る。 

 

特性② 作業マニュアルの参照が苦手、見直しのチェックポイントが理解でき

ていない。 

     工夫② データ入力の見本と手順書に加え、見直しチェックポイント表を作成 

し、マニュアルを一覧で参照できるようにする。 
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そこで、職業センターは、まずＡ社に対して発達障害の特性について改めて説
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特性③ データ照合で視線を移動させる距離が長いと見落としが多く発生する。 

工夫③ 視線の移動を少なくする。  

 

 

特性④ 照合しなければならない箇所が点在していると、どこを見ていたのか分

からなくなる。 

工夫④ 見直し箇所に番号をつける。  

 

 

（４）実施結果 

   この事例は、作業でのミスが発端となり、事業主と従業員双方の信頼感やモチ

ベーションの低下に繋がっていたケースです。これは、発達障害の特性が理解で

きていないことによって起こりやすい事例と言えます。 

Ａ社は、ａさんのミスが多いことに加え、ミスを指摘したときに反省しない態

度について不満を感じていました。一方、ａさんは、「ミスを指摘されて修正して

いるのだから、自分はミスをしていない。」という感情を抱いていました。 

このように、Ａ社とａさんの受け取り方がわずかに違うだけで、互いの信頼関

係が損なわれていました。 

そこで、職業センターは、まずａさんの作業ミスを少なくするための工夫を検

討し、併せてＡ社がａさんの特性を正しく理解するための支援を行うことにより、

信頼関係の回復を行いました。 

取組みの成果として、Ａ社とａさんから、次の意見が確認できました。  

 

 イ Ａ社の意見 

・諦めていた作業ミスの対処方法が分かり、職場で実践できる。 

・「レイアウトの工夫」「見直し表示の工夫」を行うことによって正確な照合がで

きるので、データチェックの作業を新たに追加できる。 

・作業ミスを指摘しても反省がないことについて、発達障害の特性に当てはめて

理解することができた。 

・発達障害者について、個々にその特性と対処方法が異なること、個々に応じた

配慮を行う必要性を理解した。 

 

 ロ ａさんの意見 

・自らの作業ミスの傾向がわかった。 

  ・自らで実践できる対処方法を身に付けることができた。 

  ・発達障害の特性を知ってもらうことができて安心した。   
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２ 問題解決技能トレーニングの活用 

  「行動の背景にある認知特性に基づいて対応方法を共有した事例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）職場での状況及び課題の把握 

  Ｂ社は、休職中のｂさんが職場に復帰するにあたって、ｂさんが仕事上の間違

いを認めようとしない、上司から指摘されると「納得できない。」として高圧的な

口調で反論する等の状況があることから、不安を抱いています。 

  そこで、『情報整理シート』を活用してそれぞれにインタビューを行い、就労状

況に対する両者の考え方を把握しました。 

イ Ｂ社の意見 

・相手の意見を受け入れることができない。 

・仕事上で必要な指摘に対して、事実を認めようとしない。また、その理由が 

分からない。 

・上司に対しても高圧的な態度をとるので、職場の雰囲気が悪くなる。 

  

ロ ｂさんの意見 

   ・部下の間違いは、同時に上司の間違いなので、自分だけが悪い訳ではない。 

   ・自分がやっていることを全て否定されたように感じる。 

   ・毎日残業して一生懸命やっていたのに、正当な評価をしてくれない。 

    

『情報整理シート』で両者からインタビューした結果、就労状況についての感

じ方が大きく異なっています。Ｂ社とｂさんの双方が自分には非がなく、相手の

問題であると感じています。 

そこで、両者から個別に意見の背景や具体的なエピソードを聞き取り、課題の

整理を行いました。その結果、Ｂ社とｂさんは、共に「相手の行動、発言の背景、

理由を理解できていない」という課題が明らかになりました。 

雇用後に発生する不適応状況の中には、従業員の発言、行動の背景や理由を理解

しにくい等が原因で、対人関係に摩擦が生じる場合があり、このような状況におい

て事業主と従業員が話し合いを重ねても、逆に感情的なトラブルに発展することに

なります。 

就労状況に対する両者の認識が大きく異なっている時に、「問題解決技能トレー

ニング（問題状況分析シート）」を活用すると効果的です。 

これは、事業主と従業員の問題状況に対する捉え方などの情報共有が図られ、目

の前の問題の背景にある真の問題に気づき、協働で具体的な取組みに移行すること

ができた事例です。 

事例のポイント 

（２）支援目標の設定 

イ 取組課題 

・Ｂ社とｂさんは、互いに相手の行動、発言の背景、理由が分かっていない。 

   

ロ 支援目標 

・Ｂ社とｂさんの行動、発言の背景、理由を分析し、互いに共有することによっ

て妥協点を見つける。 

 

（３）支援の実施 

職業センターにおいて、ＷＳＳＰの「問題解決技能トレーニング」をｂさんに

実施し、その結果を企業担当者に情報提供することによって、Ｂ社とｂさんが相

手の事情を理解できるように支援しました。それを踏まえて、Ｂ社、ｂさん、職

業センターが協働で妥協点を見いだすための話し合いを行いました。 

 
次の「問題状況分析シート」に沿って、問題状況を整理し、解決策案を検討、

具体的取組みの実施まで進めることができました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつ どこで 誰と 上司 効果 現実性
選択判

断

　

○ ○ ◎

○ △

・不慣れな作業の時はサポートをつける。

・失敗は誰にでもあるので、たちまち解雇にはならないことを

　bさんに伝える。

問　題　状　況　分　析　シ　ー　ト

問題
担当している業務でミスが発生した。
そのために大きな事故が起きる可能性があった。
自分だけが厳しく叱責されたので、納得できず反論した。

目標
・叱責されると不安が高まるので、配慮して欲しい。
・イライラや怒りの気持ちをコントロールしたい。

＜問題状況の把握＞ ＜解決策の検討＞

○月○日 事務所 解決策案

・注意事項は、できれば口頭だけではなく、書いたもので説明

　して欲しいとお願いする。

・イライラした時は、その場を離れてクールダウンする。

・納得できず反論した。 ・上司からさらに叱責を受けた。 ・全部吐き出すときは職場の保健師に一旦聞いてもらう。

自分
の

状況

＜bさんができそうな対処方法＞

原因

・上司から自分のキャリアを全て否定されたように感じた。
・その業務は、まだ不慣れで、不安があった。
・大きな失敗をしたので会社をクビになると思うと不安だった。
・今度、休職すると解雇になると思っていつも不安だ。
・間違いを繰り返し言われると、イライラする。
・イライラしている時は、全部吐き出しさないと気がおさまらない。

解決策の実施手順・課題

＜取組みのための具体的な段取り＞
・クールダウンする時の場所を決める。
・クールダウンをしたい旨を上司に申し出るようにする。（JSTの実施）
・注意や指摘を行う場合は、ホワイトボードを使用する。
・不慣れな作業の場合にサポートして欲しい旨を伝える。（JSTの実施）
・bさんが２度目の休職や解雇の不安を抱えていることを理解する。

相手
への
影響

・上司もイライラしていた。
・大きな声で叱責していた。

相手
の

気持
ち

・自分が反論したので、たぶん不快だったと思う。

・イライラしている時は、クールダウンするように声をかける。

＜B社から提案された配慮事項＞

・なぜ、自分のせいなんだ。
上司の責任なのに。

・不当だ。

・必要な注意や指摘事項は、ホワイトボードで書きながら話す。

行動

結果予測

＜○･△・×＞

その時の気持ち

結果（自分への影響）

その時の気持ち

○ ○ ◎
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２ 問題解決技能トレーニングの活用 

  「行動の背景にある認知特性に基づいて対応方法を共有した事例」 
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その時の気持ち

結果（自分への影響）

その時の気持ち

○ ○ ◎
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（４）実施結果 

 イ ｂさんの成果 

   「問題状況分析シート」を活用し、問題状況を各枠組みに沿って整理すること

で、ｂさんは、問題状況を客観的に分析することができました（ピンク部分）。 

当初あくまでも上司が悪いと考えていたｂさんは、相手の気持ちに目を向けて

みることで、感情的な言葉のやりとりは、互いにとって不快になるばかりである

ことを知ることができました。 

特に、問題状況の原因の分析の過程において、次のことに気づくことができま

した。 

・業務で失敗をすると、再休職になるのではないか、解雇になるのではないかと

考え、それによって将来の生活の不安が高まる。 

・間違いを指摘される際、特に繰り返して指摘されるとイライラする傾向がある。 

・イライラすると気持ちが抑えられなくなり、自分が感じていることをその場で

全て言ってしまっていた。 

・間違いを認めたくないのではなく、不安が強いことを分かって欲しい。 

  

   また、ｂさんは、問題状況の整理、原因の分析によって、自分の取組目標と事

業主に配慮してほしい事項をそれぞれ考えることができました。 

 

①取組目標 

イライラや怒りの気持ちをコントロールする。 

   ②事業主に配慮をお願いしたこと 

口頭で繰り返し叱責されると不安が高まるので書いたもので説明してほしい。 

 

   目標に対する具体的な取組みとして、職業センターでは「職場対人技能トレー

ニング（ＪＳＴ）」を実施し、上司に対してクールダウンや業務上のサポートを申

し出る等、コミュニケーションスキル向上のための取組みを行いました。 

  

ロ Ｂ社の成果 

   「問題状況分析シート」での解決策案の検討にあたっては、ｂさんの上司の他、

保健スタッフにも参加してもらいました（ブルー部分）。 

Ｂ社は、ｂさんの問題状況の原因等の情報を共有する、また、ｂさんとともに

解決策案を検討することを通じて、イライラ感や高圧的な態度の背景にある将来

の不安や焦り、配慮を求めていることに気づくことができ、その後の取組みを円

滑に進めることができました。 

３ 職場対人技能トレーニング（ＪＳＴ）の活用 

  「企業がＪＳＴを活用して従業員の対人スキルの向上を図った事例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）職場での状況及び課題の把握 

  Ｃ社は、社員の対人態度面に課題を感じており、独自に、ビジネスマナーの習

得を目的とした「マナー向上講習」を定期的に集団で実施しています。講習の成

果等について、社員は「正しいマナーで行動ができている」と感じていますが、

Ｃ社との話し合いの結果、次の課題が把握されました。 

 

イ Ｃ社の課題 

障害者の雇用管理の担当者は、講習を受講した社員について 

・講習内容を確実に理解してもらっているのかがわからない。 

・講習内容が行動に結びついて、効果が上がっているのかがわからない。 

という課題を感じています。 

  

ロ 従業員の課題 

  Ｃ社の意見から社員については、 

    ・講習で教わった行動のポイントがわからない。 

    ・講習で教わったことを上手く実践できていない。 

  という課題があることが把握できます。 

 

（２）支援目標の設定 

（１）の課題を踏まえて、「マナー向上講習」の実施にあたって、Ｃ社及び従業

員に対して、それぞれ支援目標を設定し、支援を計画しました。 

イ Ｃ社に対する支援目標 

・企業が講習を受講した社員の理解レベルを把握できるようにする。 

・企業が講習実施後にマナー向上のための個別指導をできるようにする。 

 ロ 従業員に対する支援目標 

・行動のポイントをわかりやすく伝える。 

・行動のポイントを理解し、個々に応じたチャレンジ（実践）を行いやすくする。 

雇用後においても、コミュニケーションや対人態度面において課題がみられてい

る場合に、「職場対人技能トレーニング（ＪＳＴ）」を活用できる場合があります。

実際に課題が生じている場面や行動に応じて、より具体的に望ましい話し方や対人

態度について、わかりやすく伝える支援方法として活用が可能です。 

これは、企業において障害者支援及び事業主支援の一環として、ＪＳＴを実施し

た事例です。 

事例のポイント 
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（４）実施結果 

 イ ｂさんの成果 

   「問題状況分析シート」を活用し、問題状況を各枠組みに沿って整理すること

で、ｂさんは、問題状況を客観的に分析することができました（ピンク部分）。 

当初あくまでも上司が悪いと考えていたｂさんは、相手の気持ちに目を向けて

みることで、感情的な言葉のやりとりは、互いにとって不快になるばかりである

ことを知ることができました。 

特に、問題状況の原因の分析の過程において、次のことに気づくことができま

した。 

・業務で失敗をすると、再休職になるのではないか、解雇になるのではないかと

考え、それによって将来の生活の不安が高まる。 

・間違いを指摘される際、特に繰り返して指摘されるとイライラする傾向がある。 

・イライラすると気持ちが抑えられなくなり、自分が感じていることをその場で

全て言ってしまっていた。 

・間違いを認めたくないのではなく、不安が強いことを分かって欲しい。 

  

   また、ｂさんは、問題状況の整理、原因の分析によって、自分の取組目標と事

業主に配慮してほしい事項をそれぞれ考えることができました。 

 

①取組目標 

イライラや怒りの気持ちをコントロールする。 

   ②事業主に配慮をお願いしたこと 

口頭で繰り返し叱責されると不安が高まるので書いたもので説明してほしい。 

 

   目標に対する具体的な取組みとして、職業センターでは「職場対人技能トレー

ニング（ＪＳＴ）」を実施し、上司に対してクールダウンや業務上のサポートを申

し出る等、コミュニケーションスキル向上のための取組みを行いました。 

  

ロ Ｂ社の成果 

   「問題状況分析シート」での解決策案の検討にあたっては、ｂさんの上司の他、

保健スタッフにも参加してもらいました（ブルー部分）。 

Ｂ社は、ｂさんの問題状況の原因等の情報を共有する、また、ｂさんとともに

解決策案を検討することを通じて、イライラ感や高圧的な態度の背景にある将来

の不安や焦り、配慮を求めていることに気づくことができ、その後の取組みを円

滑に進めることができました。 

３ 職場対人技能トレーニング（ＪＳＴ）の活用 

  「企業がＪＳＴを活用して従業員の対人スキルの向上を図った事例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）職場での状況及び課題の把握 

  Ｃ社は、社員の対人態度面に課題を感じており、独自に、ビジネスマナーの習

得を目的とした「マナー向上講習」を定期的に集団で実施しています。講習の成

果等について、社員は「正しいマナーで行動ができている」と感じていますが、

Ｃ社との話し合いの結果、次の課題が把握されました。 

 

イ Ｃ社の課題 

障害者の雇用管理の担当者は、講習を受講した社員について 

・講習内容を確実に理解してもらっているのかがわからない。 

・講習内容が行動に結びついて、効果が上がっているのかがわからない。 

という課題を感じています。 

  

ロ 従業員の課題 

  Ｃ社の意見から社員については、 

    ・講習で教わった行動のポイントがわからない。 

    ・講習で教わったことを上手く実践できていない。 

  という課題があることが把握できます。 

 

（２）支援目標の設定 

（１）の課題を踏まえて、「マナー向上講習」の実施にあたって、Ｃ社及び従業

員に対して、それぞれ支援目標を設定し、支援を計画しました。 

イ Ｃ社に対する支援目標 

・企業が講習を受講した社員の理解レベルを把握できるようにする。 

・企業が講習実施後にマナー向上のための個別指導をできるようにする。 

 ロ 従業員に対する支援目標 

・行動のポイントをわかりやすく伝える。 

・行動のポイントを理解し、個々に応じたチャレンジ（実践）を行いやすくする。 

雇用後においても、コミュニケーションや対人態度面において課題がみられてい

る場合に、「職場対人技能トレーニング（ＪＳＴ）」を活用できる場合があります。

実際に課題が生じている場面や行動に応じて、より具体的に望ましい話し方や対人

態度について、わかりやすく伝える支援方法として活用が可能です。 

これは、企業において障害者支援及び事業主支援の一環として、ＪＳＴを実施し

た事例です。 

事例のポイント 
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（３）支援の実施 

（２）の目標を踏まえて、ＷＳＳＰにおける「職場対人技能トレーニング（Ｊ

ＳＴ）」を活用し、職業センターが「マナー向上講習 Part２」の内容を企画し実施

することとしました。 

事前に、Ｃ社から、「従業員のマナーが不足していると感じる場面と行動」につ

いてヒアリングを行い、ＪＳＴで実施するテーマ（場面）と行動のポイントを設

定し、次のような内容で実施しました。 

 

◆ ＪＳＴの実施内容 

実施頻度 月 1 回程度（３～４回程度実施） 

時間 1 回 30 分程度（終業前 30 分） 

場所 社内ミーティングスペース及び実際の場面（通路等）を活用 

対象 5 名（各課から 1 名程度） 

テーマ 

（場面） 

1 回目：通路の歩き方・部屋への入り方に関するマナー 

2 回目：作業中の報告に関するマナー 

3 回目：台車を使用し移動する時のマナー 

 

   ＪＳＴの実施にあたって、Ｃ社での「マナー向上講習 Part２」用のワークシー

トを作成しました。 

受講者には、ワークシートを活用し、ロールプレイを交えたグループワーク方

式で講習を行いました。 

 

（４）実施結果 

 イ 受講者の成果 

   ワークシートを活用したグループワークにより、受講した従業員全員がワーク

シートの「２ 良い例を見て・・・」「印象のよいふるまいのポイント」「３ 会

社の印象アップのために・・・私にできるふるまいとは」の各項目ついて、個々

の理解に応じて記入することができていました。 

   これにより、次の成果を得ることができたと言えます。 

   ・場面に応じた望ましい行動のポイントについて理解することができた。 

・個々の理解レベルに応じて、自らでチャレンジしたい場面を考え、実践するこ

とに結びつけることができた。 

 ロ Ｃ社の成果 

   受講者が作成したワークシートから、企業の担当者は、次のことを把握するこ

とができました。 

・望ましい行動のポイント等について、従業員個々の理解レベルの把握 

・従業員がチャレンジしたい場面を知ることで、理解の内容を確認する方法とそ

の場面 

Ｃ社は、この２点により、その後の個別指導が円滑に行えると言えます。 

（参考）Ｃ社用「マナー向上講習 Part2」のワークシート 

 

ビジネスマナ ー向上講 習②ワークシ ート 〜 ＪＳＴを活⽤ してさら に深めよう〜  

                      実施日：  年  月  日（  ）     
 
         「Ｃ社の社員」として良い印象をもってもらうふるまいを考える 
           

通路 （歩き方・部屋への入り方） 
 
   「 通路 」 は Ｃ 社 の 社 員 だ け でな く 、 同 じ ビ ル の 他 社 のス タ ッ フ 、 お 客 様 な ど 、様 々 な 方  

が 利 ⽤ さ れる 公 共 ス ペ ー ス で す 。 通路 で の ふ る ま い も 「 Ｃ 社の 社 員 の 印 象 」 に つ な がる  
こ と が あ りま す 。 今 回 は 通 路 で の 「印 象 の よ い 」 ふ る ま い を考 え て み ま し ょ う 。  

 
あ な た が 、同 じ ビ ル の 他 社 の ス タ ッフ だ っ た ら･･･と い う 目 でロ ー ル プ レ イ を ⾒ て 下 さい 。  

１．悪い例を⾒て･･･「印象が悪いな」と思った⾏動や気づいた点を書いてください。 
 ・ 
 ・ 

 
２．良い例を⾒て･･･「印象が良かった」と感じた⾏動や気づいた点、悪い例と違った 

点を書いて下さい。 
  ・  
  ・  
 
      
     「印象のよいふるまい」のポイントは･･･ （板書メモ） 
       ・歩 き方 ・・・ 

・部 屋 への出 入 りの仕 方 ・・・ 

     ・あると良 い一 言 ・・・ 

 
３．会社の印象アップのために･･･私にできるふるまいとは？！ 

   今日の講習を受けて、明日から自分が「やれそうだ」「やってみたい」と思うことを書 
いて下さい。（少なくとも一つは書いて下さい） 

① 
  ②  
 

４．今日のテーマ以外に、職場でのふるまいやコミュニケーションについて、「こんな時 
どうすると良いんだろう？」と感じたり悩むことがあれば書いて下さい。 
（今後の参考にします。） 

 
 

 
所 属 ：                   氏 名 ：               

テーマ  

  １  
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（３）支援の実施 

（２）の目標を踏まえて、ＷＳＳＰにおける「職場対人技能トレーニング（Ｊ

ＳＴ）」を活用し、職業センターが「マナー向上講習 Part２」の内容を企画し実施

することとしました。 

事前に、Ｃ社から、「従業員のマナーが不足していると感じる場面と行動」につ

いてヒアリングを行い、ＪＳＴで実施するテーマ（場面）と行動のポイントを設

定し、次のような内容で実施しました。 

 

◆ ＪＳＴの実施内容 

実施頻度 月 1 回程度（３～４回程度実施） 

時間 1 回 30 分程度（終業前 30 分） 

場所 社内ミーティングスペース及び実際の場面（通路等）を活用 

対象 5 名（各課から 1 名程度） 

テーマ 

（場面） 

1 回目：通路の歩き方・部屋への入り方に関するマナー 

2 回目：作業中の報告に関するマナー 

3 回目：台車を使用し移動する時のマナー 

 

   ＪＳＴの実施にあたって、Ｃ社での「マナー向上講習 Part２」用のワークシー

トを作成しました。 

受講者には、ワークシートを活用し、ロールプレイを交えたグループワーク方

式で講習を行いました。 

 

（４）実施結果 

 イ 受講者の成果 

   ワークシートを活用したグループワークにより、受講した従業員全員がワーク

シートの「２ 良い例を見て・・・」「印象のよいふるまいのポイント」「３ 会

社の印象アップのために・・・私にできるふるまいとは」の各項目ついて、個々

の理解に応じて記入することができていました。 

   これにより、次の成果を得ることができたと言えます。 

   ・場面に応じた望ましい行動のポイントについて理解することができた。 

・個々の理解レベルに応じて、自らでチャレンジしたい場面を考え、実践するこ

とに結びつけることができた。 

 ロ Ｃ社の成果 

   受講者が作成したワークシートから、企業の担当者は、次のことを把握するこ

とができました。 

・望ましい行動のポイント等について、従業員個々の理解レベルの把握 

・従業員がチャレンジしたい場面を知ることで、理解の内容を確認する方法とそ

の場面 

Ｃ社は、この２点により、その後の個別指導が円滑に行えると言えます。 

（参考）Ｃ社用「マナー向上講習 Part2」のワークシート 

 

ビジネスマナ ー向上講 習②ワークシ ート 〜 ＪＳＴを活⽤ してさら に深めよう〜  

                      実施日：  年  月  日（  ）     
 
         「Ｃ社の社員」として良い印象をもってもらうふるまいを考える 
           

通路 （歩き方・部屋への入り方） 
 
   「 通路 」 は Ｃ 社 の 社 員 だ け でな く 、 同 じ ビ ル の 他 社 のス タ ッ フ 、 お 客 様 な ど 、様 々 な 方  

が 利 ⽤ さ れる 公 共 ス ペ ー ス で す 。 通路 で の ふ る ま い も 「 Ｃ 社の 社 員 の 印 象 」 に つ な がる  
こ と が あ りま す 。 今 回 は 通 路 で の 「印 象 の よ い 」 ふ る ま い を考 え て み ま し ょ う 。  

 
あ な た が 、同 じ ビ ル の 他 社 の ス タ ッフ だ っ た ら･･･と い う 目 でロ ー ル プ レ イ を ⾒ て 下 さい 。  

１．悪い例を⾒て･･･「印象が悪いな」と思った⾏動や気づいた点を書いてください。 
 ・ 
 ・ 

 
２．良い例を⾒て･･･「印象が良かった」と感じた⾏動や気づいた点、悪い例と違った 

点を書いて下さい。 
  ・  
  ・  
 
      
     「印象のよいふるまい」のポイントは･･･ （板書メモ） 
       ・歩 き方 ・・・ 

・部 屋 への出 入 りの仕 方 ・・・ 

     ・あると良 い一 言 ・・・ 

 
３．会社の印象アップのために･･･私にできるふるまいとは？！ 

   今日の講習を受けて、明日から自分が「やれそうだ」「やってみたい」と思うことを書 
いて下さい。（少なくとも一つは書いて下さい） 

① 
  ②  
 

４．今日のテーマ以外に、職場でのふるまいやコミュニケーションについて、「こんな時 
どうすると良いんだろう？」と感じたり悩むことがあれば書いて下さい。 
（今後の参考にします。） 

 
 

 
所 属 ：                   氏 名 ：               

テーマ  

  １  
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４ ナビゲーションブックの活用 

「負担軽減のために、雇用後にナビゲーションブックの改訂を行った事例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）就労状況と課題 

  Ｄ社に就職したｄさんは、面接時及び入社時に「ナビゲーションブック」を活用

し、自分の特徴、自分で対処するための工夫、環境調整等配慮をお願いしたいこ

とを予め伝え、上司や同僚の理解を得て、新しい職場での生活をスタートさせま

した。 

就職後６ヶ月が経過した時点で、職業センターがフォローアップを行い、Ｄ社

及びｄさんから、それぞれ就労状況等の聞き取りを行いました。 

 

イ Ｄ社の意見 

・とてもよく頑張ってくれている。 

・仕事ぶりも真面目で、きちんとできているため、新しい作業を最近追加してお

り、現状では、特に問題はない。 

ロ ｄさんの意見 

・実は、最近辛く感じる、パニックになることがある。 

・差し込み作業を頼まれることが増えて、頭の中が混乱してしまうことがある。 

・ストレスに感じて少し胃腸の調子が悪くなり、体調にも影響が出始めている。 

・差し込み作業への対応が苦手な特性は伝え、配慮をお願いしたが理解してもら

っていないかもしれない。 

 

   Ｄ社は、ナビゲーションブックを踏まえて様々な配慮を行っていると感じてお

り、作業も順調にこなしていたため、新しい作業の追加等は負担感がないであろ

うと判断していました。 

一方で、ｄさんは、仕事の範囲が広がり、「差し込み作業」が増えたことで負担

感が増し、作業や職場への適応に難しさを感じていました。 

このように、就労状況について感じている内容に両者の違いを把握できました。 

「ナビゲーションブック」は、面接、実習や雇い入れのタイミングに、自分の

特性を伝えるツールとして活用できますが、雇用後においても、実際に従事して

いる環境、職務内容に応じたより具体的な特徴や配慮事項等について、従業員と

事業主とで共有できるツールとしても活用できる場合があります。 

これは、雇用後に、現状の課題に応じて「ナビゲーションブック」を改訂し、

事業主と共有することによって、職場適応を図った事例です。 

事例のポイント 

（２）支援目標の設定 

Ｄ社は、ｄさんの状況を知り、配慮事項の再確認が必要である、また、差し込

み作業について検討する必要があると判断し、現状の就労状況を踏まえたナビゲ

ーションブックの提示を希望しました。 

これを踏まえ、ｄさんの状況、希望等を踏まえつつ、作業への適応を図るため、

ナビゲーションブックの改訂作業を支援し、作業面でのｄさんの捉え方、感じ方

を共有することを目標としました。 

 

（３）支援の実施 

 イ Ｄ社への助言  

・ｄさんの特性として、辛さや困っている様子が表情や行動にあらわれにくい。 

・そのため、辛さや困り感がＤ社には伝わっていなかった。 

・職場や自分の状況について感じていることなどを確認するとよい。 

ロ ｄさんへの助言 

 ・Ｄ社は、ｄさんの辛さを軽減するためにどのような配慮があるといいのかを知

りたいと思っている。 

・ｄさんのことを理解したいと思っている。 

・そのために、再度ナビゲーションブックを作成し共有するとよい。 

 

（４）実施結果 

   ｄさんは、ナビゲーションブックを改訂し、Ｄ社の担当者に提出して自ら説明

を行いました。担当者は、その内容を職場内で共有し、負担感の軽減を図ること

ができました。 

   特に、ｄさんが負担に感じていた「差し込み作業」の状況について、担当者が

理解し、ｄさんが感じる「差し込み作業」にならないように配慮したことが負担

軽減につながり、職場への適応を進めたと言えます。 
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（参考）ｄさんが作成した雇用後（6 ヶ月版）ナビゲーションブック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ナビゲーションブック（作業面の特徴と対応策：６ヶ月目版） 

 
特徴  
１）指⽰が明確であれば指⽰通り作業を正確に⾏うことが可能です。 

▲対応が難しい場⾯の例 
  席を外していた際に、本やゴミがおいてあり、誰から何を頼まれたか分からなかった。 
 
対応策  
☆改善点 

・推測が可能な場合は、頼まれたかもしれない方に、こちらから質問します。 
□配慮をお願いしたい点 

・私がいない場合や何か作業をしている状態の場合はメモを書いた付箋を添えて頂ける
と対応が可能です。付箋には人（指⽰が誰からか）、期限（いつまでに）、内容（何を
どうするのか）を書いていただけるとありがたいです。 

 
 
特徴  
２）同時に複数の作業を⾏うことは苦⼿ですが、１つ１つ順番通りに作業をおこなう方が 

⼒を発揮しやすいです。（マルチタスクへの対応は難しく混乱しやすいです。） 
▲対応が難しい場⾯の例 
・月初めの「作業Ｘ」と「作業Ｙ」のある日（月、木曜日）に差し込み作業を頼まれ、

対応が難しかった。 
・１つ１つは簡単な作業（郵便、ゴミだし等）でも同時に⾊々な方から頼まれると混

乱してしまうことがあります。 
 

対応策  
☆改善点 

・差し込みの作業が終了できないと感じた時点で、こちらから伝えるように努⼒します。 
□配慮をお願いしたい点 

・月、木曜日（「作業Ｙ」のある日）はできるだけ差し込みを避けていただきたいです。 
・差し込みの作業がある場合は前日のミーティングや当日の朝に教えていただけると対

応しやすいです。 
 
※差し込みと感じてしまう作業と対応が難しい状況について（別紙で補足をつけています） 

作業の種類 指⽰を受ける際の状態 対応の可否と改善策
 
何かを運んだり整理する 

特に急ぎでやることがない状態 ○（対応可） 
他に作業を任されている状態 ×（対応難しい） 
「作業Ｙ」のある日 △（できれば避けたい）

・・・ ・・・ ・・・ 
 

第６章 まとめ 

 

 

発達障害者を雇用している事業主は、従業員の雇用管理を行うにあたって、従業員

個々の特性と職業上の課題を把握する、また、特性等に応じた配慮事項を検討するこ

とに苦慮している状況があります。 

事業主は、発達障害者を雇用し、雇用後に職場不適応が生じる場合、あるいは、就

職後に初めて発達障害の診断を受け、うつ症状などにより休職する場合のいずれにお

いても、対象となる従業員の状況等を把握し、必要な対策を講じなければなりません。 

雇用継続支援の実施を通じ、事業主と従業員双方が「相手の事情がよくわからない」

「共有できている情報が少ない」等の理由から、憶測、思い込みによってすれ違いが

生じ、相互にマイナス感情を抱いている状況が伺えました。そのため、『情報整理シー

ト』は、事業主と従業員双方が相手の思いや考え、捉え方等を把握し、情報共有を図

るためのコミュニケーションツールとして有効であると考えます。また、『情報整理シ

ート』の活用により、事業主の発達障害に関する理解レベルや従業員に関して有して

いる情報量を把握することができます。 

これらの情報も踏まえ、課題に応じた障害者支援計画及び事業主支援計画を策定す

ることで、より効果的な支援の実施が可能と考えます。 

 

『情報整理シート』は、発達障害者に限らず、精神障害者の職場復帰等のための支

援においても活用できることを視野に入れ、あえて「発達障害者のための」という言

葉を使用せずに構成しました。また、休職前に職場で起きていた問題等の把握にも活

用できる項目にしました。 

今後、様々な支援場面で、情報共有と目標設定のためのツールとして柔軟な活用が

広がることを期待します。 

 

今回の発達障害者に対する雇用継続支援の取組みにおいて、事業主は、発達障害者

の就労状況から従業員固有の特性を把握・理解すること、問題の状況を発達障害の特

性と結びつけて捉えること等について、自ら実施することが容易ではないことを実感

しました。この現状を踏まえると、支援者は、事業主と従業員の共通認識と関係構築

を図りながら具体的な取組みを提案することが重要です。また、具体的な取組内容を

提案するためには、事業主と従業員からの情報を偏りなく収集し、問題となっている

状況について的確にアセスメントを行うことも重要となります。 

今後、雇用継続支援を引き続き実施し、『情報整理シート』の検証、各ステップでの

留意事項の検討、また、その他の有効なアセスメント方法の開発等に取り組む必要が

あると考えます。 
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の就労状況から従業員固有の特性を把握・理解すること、問題の状況を発達障害の特
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｢在職者のための情報整理シート｣の活用にあたって 

～事業主の方へ～  

 

 

「在職者のための情報整理シート」は、 
事業主が、従業員とコミュニケーションをとりながら 
 

○就労状況（現状）の把握に･･･ 
○共通の目標設定に･･･ 

 
活用できる、コミュニケーションツールです。 
 
 

●従業員の個々の特性に応じた環境配慮などの雇用管理や職場定着に向けた 
取組みを⾏うために活用ができます。 

 
●シートは次の項目で構成されています。 

□「健康面・体調面・生活面について」 
□「職場で必要とされるコミュニケー 

ションに関する項目」 
□「ビジネスマナーに関する項目」 

 

 
1 
 
※活⽤に当たっての留意事項  
・「在職者のための情報整理シート」は、 

従業員の雇用継続の可否を判断するための 
ものではありませんので注意して下さい。 
 

・このシートは、従業員の就労状況を把握し、 
雇用継続のための配慮事項や支援方法を 
検討するためのものです。 

 
 

 
在職者のための 
情報整理シート 

とは？ 

A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

生活面の自己管理ができる（睡眠・食事・休養）

健康面の自己管理ができる（通院、服薬、体調管理）

体調が悪い時の連絡、相談ができる

体調の維持、予防のための自己対処を行っている

疲労やストレスを軽減するための自己対処を行っている

自分に合った余暇の過ごし方ができる

自分に合った職場における休憩の過ごし方ができる

A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

情報の理解

相手の言葉の意味をずれることなく理解できる

言葉の意味だけでなく、言外の意味を理解し、相手の意図を正しく理解できる

相手の言葉の意味が分からない時に質問ができる

情報の伝達

正しく情報を伝えられる

伝える内容をまとめて説明できる

口頭で要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、相手に自分の意見を適切に伝える

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談ができる（タイミングを意識してできる）

必要な情報を報告・連絡・相談の場面で、簡潔に伝えられる

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

困った時に相談ができる
（対人関係などの仕事の悩みを相談できる）

意思の表明

いつ・どこで・誰が・なぜ・どのように（５W１H）を明確にして説明できる

場面（TPO）に応じて、振る舞い方を適切に変えて意見を主張できる

他者に分かりやすい表現で、意見を主張できる

相手の意見の尊重

相手の意見を受け入れられる

自分と異なる考え方を否定しない

苦手な相手に対しても不必要な衝突や排他的な行動をせずに付き合える

相手と自分の立場の違いを理解し、その場の状況に合った適切な対応ができ
る

意見集約・意見交換

相手の意見の整理・要約ができる

複数の他者との意見交換が円滑にできる

複数の他者の異なる意見を分類、整理した上で要約できる

在職者のための情報整理シート(事業主用）

健康面・体調面・生活面について

職場のコミュニケーションについて

 ●活⽤方法  
・対象となる従業員の就労状況について情報を取りまとめ、 

各項目についてＡ〜Ｄの該当する箇所に印をつけます。 
・作成にあたっては、⼈事担当者又は従業員の状況をよく知って 

いる所属先の担当者が評価を⾏います。 
 

Ａ ： で き て い る  
概ね問 題な くでき てい る。  

Ｂ ： 職 業 上 の 課 題  
職業上 の課 題であ ると 感じて おり 、事 業主と 従業員 が改 善に  
向けた 取組 みを⾏ う必 要があ る。  

Ｃ ： 事 業 主 が 配 慮 を 検 討 す る  
職業上 の課 題であ ると 感じて おり 、事業 主が 業務内 容の  
変更や 環境 調整な どを ⾏う必 要が ある。  

Ｄ ： 該 当 場 面 な し  
該当す る業 務及び 場面 が発生 しな い。  

 
 

・同様に、従業員にもシート（従業員用）を作成してもらいます。 
 

 

 
 
                ・必要に応じて、作成したシートの項目についてそれぞれインタ 

ビューを⾏い、事業主及び従業員から、現状の就労状況につい 
て情報収集を⾏います。 

 
 
 

・それぞれのシートを比較し、事業主と従業員の就労状況に関す 
る捉え方の相違を確認します。 

・また、捉え方が異なっている項目について、事業主及び従業員の 
それぞれの理由や具体的なエピソードを聞き取り、両者の考えを  
把握します。 

             ・把握した情報をもとに、取組課題を明らかにして共有します。 
 
 
 
             ・明らかになった課題について事業主と従業員による話し合いを⾏

い、これから協働で取組む当面の目標を設定します。 
・また、当面の目標に応じた取組の内容やスケジュールなどについ 

て話し合いを⾏います。 
 

事業主による 

シートの作成 

従業員による 

シートの作成 

インタビューの 
実施 

事業主と従業 
員のシートの 
すりあわせ 

目 標 の 設 定 と
取組方法の 
話し合い 

A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

出退勤の挨拶ができる

お詫び、お礼が適切にできる

敬語の種類、表現を使い分けることができる

相手から好感のもたれる話し方、聞き方ができる

電話をかける時に適切な言い方ができる

電話の取次ぎが適切にできる（内容のメモを作ることができる）

マナーをわきまえて携帯電話が使える

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

アポイントを的確に取ることができる

訪問時のマナーをわきまえている

名刺の受け方・渡し方が適切にできる

適切に自己紹介ができる

来客の取次ぎができる

仕事で接する者の顔や名前を覚えることができる

グループや集団での作業・行動ができる

組織のルールに沿った行動ができる（職場の慣例・慣行に対応できる）

指示内容の要点を整理できる

指示内容について相手に正確に伝えることができる

時間、期限を守ることができる

他者、同僚に迷惑をかけないように行動できる

組織における自らの職場や立場を理解している

服務規律を守る

決められた指示命令系統に沿って業務を遂行できる

自分に与えられた業務指示を最後までやり抜くことができる

組織目標の達成のために、自ら目標を立てて職務に臨んでいる

指示通りの成果があげられない、又は、ミスをする等の場合、上司や同僚に適切に
状況説明ができる

担当職務に求められる知識・技能の習得のため、自ら進んで勉強する

指示された事柄だけでなく、課題意識をもって職務に臨んでいる

職業観

電話の使い方の基本マナー

訪問・来客対応の基本

組織内外の行動

社会人としての役割や責任

ビジネスマナーについて

◎上記の他に、現在、気になっていること、職場でみられる特徴的な出来事、エピソードなどはありますか？
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｢在職者のための情報整理シート｣の活用にあたって 

～事業主の方へ～  

 

 

「在職者のための情報整理シート」は、 
事業主が、従業員とコミュニケーションをとりながら 
 

○就労状況（現状）の把握に･･･ 
○共通の目標設定に･･･ 

 
活用できる、コミュニケーションツールです。 
 
 

●従業員の個々の特性に応じた環境配慮などの雇用管理や職場定着に向けた 
取組みを⾏うために活用ができます。 

 
●シートは次の項目で構成されています。 

□「健康面・体調面・生活面について」 
□「職場で必要とされるコミュニケー 

ションに関する項目」 
□「ビジネスマナーに関する項目」 

 

 
1 
 
※活⽤に当たっての留意事項  
・「在職者のための情報整理シート」は、 

従業員の雇用継続の可否を判断するための 
ものではありませんので注意して下さい。 
 

・このシートは、従業員の就労状況を把握し、 
雇用継続のための配慮事項や支援方法を 
検討するためのものです。 

 
 

 
在職者のための 
情報整理シート 

とは？ 

A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

生活面の自己管理ができる（睡眠・食事・休養）

健康面の自己管理ができる（通院、服薬、体調管理）

体調が悪い時の連絡、相談ができる

体調の維持、予防のための自己対処を行っている

疲労やストレスを軽減するための自己対処を行っている

自分に合った余暇の過ごし方ができる

自分に合った職場における休憩の過ごし方ができる

A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

情報の理解

相手の言葉の意味をずれることなく理解できる

言葉の意味だけでなく、言外の意味を理解し、相手の意図を正しく理解できる

相手の言葉の意味が分からない時に質問ができる

情報の伝達

正しく情報を伝えられる

伝える内容をまとめて説明できる

口頭で要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、相手に自分の意見を適切に伝える

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談ができる（タイミングを意識してできる）

必要な情報を報告・連絡・相談の場面で、簡潔に伝えられる

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

困った時に相談ができる
（対人関係などの仕事の悩みを相談できる）

意思の表明

いつ・どこで・誰が・なぜ・どのように（５W１H）を明確にして説明できる

場面（TPO）に応じて、振る舞い方を適切に変えて意見を主張できる

他者に分かりやすい表現で、意見を主張できる

相手の意見の尊重

相手の意見を受け入れられる

自分と異なる考え方を否定しない

苦手な相手に対しても不必要な衝突や排他的な行動をせずに付き合える

相手と自分の立場の違いを理解し、その場の状況に合った適切な対応ができ
る

意見集約・意見交換

相手の意見の整理・要約ができる

複数の他者との意見交換が円滑にできる

複数の他者の異なる意見を分類、整理した上で要約できる

在職者のための情報整理シート(事業主用）

健康面・体調面・生活面について

職場のコミュニケーションについて
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｢在職者のための情報整理シート｣の活用にあたって 

～事業主の方へ～  

 

 

「在職者のための情報整理シート」は、 
事業主が、従業員とコミュニケーションをとりながら 
 

○就労状況（現状）の把握に･･･ 
○共通の目標設定に･･･ 

 
活用できる、コミュニケーションツールです。 
 
 

●従業員の個々の特性に応じた環境配慮などの雇用管理や職場定着に向けた 
取組みを⾏うために活用ができます。 

 
●シートは次の項目で構成されています。 

□「健康面・体調面・生活面について」 
□「職場で必要とされるコミュニケー 

ションに関する項目」 
□「ビジネスマナーに関する項目」 

 

 
1 
 
※活⽤に当たっての留意事項  
・「在職者のための情報整理シート」は、 

従業員の雇用継続の可否を判断するための 
ものではありませんので注意して下さい。 
 

・このシートは、従業員の就労状況を把握し、 
雇用継続のための配慮事項や支援方法を 
検討するためのものです。 

 
 

 
在職者のための 
情報整理シート 

とは？ 

A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

生活面の自己管理ができる（睡眠・食事・休養）

健康面の自己管理ができる（通院、服薬、体調管理）

体調が悪い時の連絡、相談ができる

体調の維持、予防のための自己対処を行っている

疲労やストレスを軽減するための自己対処を行っている

自分に合った余暇の過ごし方ができる

自分に合った職場における休憩の過ごし方ができる

A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

情報の理解

相手の言葉の意味をずれることなく理解できる

言葉の意味だけでなく、言外の意味を理解し、相手の意図を正しく理解できる

相手の言葉の意味が分からない時に質問ができる

情報の伝達

正しく情報を伝えられる

伝える内容をまとめて説明できる

口頭で要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、相手に自分の意見を適切に伝える

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談ができる（タイミングを意識してできる）

必要な情報を報告・連絡・相談の場面で、簡潔に伝えられる

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

困った時に相談ができる
（対人関係などの仕事の悩みを相談できる）

意思の表明

いつ・どこで・誰が・なぜ・どのように（５W１H）を明確にして説明できる

場面（TPO）に応じて、振る舞い方を適切に変えて意見を主張できる

他者に分かりやすい表現で、意見を主張できる

相手の意見の尊重

相手の意見を受け入れられる

自分と異なる考え方を否定しない

苦手な相手に対しても不必要な衝突や排他的な行動をせずに付き合える

相手と自分の立場の違いを理解し、その場の状況に合った適切な対応ができ
る

意見集約・意見交換

相手の意見の整理・要約ができる

複数の他者との意見交換が円滑にできる

複数の他者の異なる意見を分類、整理した上で要約できる

在職者のための情報整理シート(事業主用）

健康面・体調面・生活面について

職場のコミュニケーションについて

 ●活⽤方法  
・対象となる従業員の就労状況について情報を取りまとめ、 

各項目についてＡ〜Ｄの該当する箇所に印をつけます。 
・作成にあたっては、⼈事担当者又は従業員の状況をよく知って 

いる所属先の担当者が評価を⾏います。 
 

Ａ ： で き て い る  
概ね問 題な くでき てい る。  

Ｂ ： 職 業 上 の 課 題  
職業上 の課 題であ ると 感じて おり 、事 業主と 従業員 が改 善に  
向けた 取組 みを⾏ う必 要があ る。  

Ｃ ： 事 業 主 が 配 慮 を 検 討 す る  
職業上 の課 題であ ると 感じて おり 、事業 主が 業務内 容の  
変更や 環境 調整な どを ⾏う必 要が ある。  

Ｄ ： 該 当 場 面 な し  
該当す る業 務及び 場面 が発生 しな い。  

 
 

・同様に、従業員にもシート（従業員用）を作成してもらいます。 
 

 

 
 
                ・必要に応じて、作成したシートの項目についてそれぞれインタ 

ビューを⾏い、事業主及び従業員から、現状の就労状況につい 
て情報収集を⾏います。 

 
 
 

・それぞれのシートを比較し、事業主と従業員の就労状況に関す 
る捉え方の相違を確認します。 

・また、捉え方が異なっている項目について、事業主及び従業員の 
それぞれの理由や具体的なエピソードを聞き取り、両者の考えを  
把握します。 

             ・把握した情報をもとに、取組課題を明らかにして共有します。 
 
 
 
             ・明らかになった課題について事業主と従業員による話し合いを⾏

い、これから協働で取組む当面の目標を設定します。 
・また、当面の目標に応じた取組の内容やスケジュールなどについ 

て話し合いを⾏います。 
 

事業主による 

シートの作成 

従業員による 

シートの作成 

インタビューの 
実施 

事業主と従業 
員のシートの 
すりあわせ 

目 標 の 設 定 と
取組方法の 
話し合い 

 ●活用方法  
・対象となる従業員の就労状況について情報を取りまとめ、 

各項目についてＡ〜Ｄの該当する箇所に印をつけます。 
・作成にあたっては、人事担当者又は従業員の状況をよく知って 

いる所属先の担当者が評価を⾏います。 
 

Ａ ： で き て い る  
概ね問 題な くでき てい る。  

Ｂ ： 職 業 上 の 課 題  
職業上 の課 題であ ると 感じて おり 、事 業主と 従業員 が改 善に  
向けた 取組 みを⾏ う必 要があ る。  

Ｃ ： 事 業 主 が 配 慮 を 検 討 す る  
職業上 の課 題であ ると 感じて おり 、事業 主が 業務内 容の  
変更や 環境 調整な どを ⾏う必 要が ある。  

Ｄ ： 該 当 場 面 な し  
該当す る業 務及び 場面 が発生 しな い。  

 
 

・同様に、従業員にもシート（従業員用）を作成してもらいます。 
 

 

 
 
                ・必要に応じて、作成したシートの項目についてそれぞれインタ 

ビューを⾏い、事業主及び従業員から、現状の就労状況につい 
て情報収集を⾏います。 

 
 
 

・それぞれのシートを比較し、事業主と従業員の就労状況に関す 
る捉え方の相違を確認します。 

・また、捉え方が異なっている項目について、事業主及び従業員の 
それぞれの理由や具体的なエピソードを聞き取り、両者の考えを  
把握します。 

             ・把握した情報をもとに、取組課題を明らかにして共有します。 
 
 
 
             ・明らかになった課題について事業主と従業員による話し合いを⾏

い、これから協働で取り組む当面の目標を設定します。 
・また、当面の目標に応じた取組みの内容やスケジュールなどにつ 

いて話し合いを⾏います。 
 

事業主による 

シートの作成 

従業員による 

シートの作成 

インタビューの 
実施 

事業主と従業 
員のシートの 
すりあわせ 

目 標 の 設 定 と
取組方法の 
話し合い 
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A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

生活面の自己管理ができる（睡眠・食事・休養）

健康面の自己管理ができる（通院、服薬、体調管理）

体調が悪い時の連絡、相談ができる

体調の維持、予防のための自己対処を行っている

疲労やストレスを軽減するための自己対処を行っている

自分に合った余暇の過ごし方ができる

自分に合った職場における休憩の過ごし方ができる

A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

情報の理解

相手の言葉の意味をずれることなく理解できる

言葉の意味だけでなく、言外の意味を理解し、相手の意図を正しく理解できる

相手の言葉の意味が分からない時に質問ができる

情報の伝達

正しく情報を伝えられる

伝える内容をまとめて説明できる

口頭で要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、相手に自分の意見を適切に伝える

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談ができる（タイミングを意識してできる）

必要な情報を報告・連絡・相談の場面で、簡潔に伝えられる

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

困った時に相談ができる
（対人関係などの仕事の悩みを相談できる）

意思の表明

いつ・どこで・誰が・なぜ・どのように（５W１H）を明確にして説明できる

場面（TPO）に応じて、振る舞い方を適切に変えて意見を主張できる

他者に分かりやすい表現で、意見を主張できる

相手の意見の尊重

相手の意見を受け入れられる

自分と異なる考え方を否定しない

苦手な相手に対しても不必要な衝突や排他的な行動をせずに付き合える

相手と自分の立場の違いを理解し、その場の状況に合った適切な対応ができ
る

意見集約・意見交換

相手の意見の整理・要約ができる

複数の他者との意見交換が円滑にできる

複数の他者の異なる意見を分類、整理した上で要約できる

在職者のための情報整理シート(事業主用）

健康面・体調面・生活面について

職場のコミュニケーションについて

A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

出退勤の挨拶ができる

お詫び、お礼が適切にできる

敬語の種類、表現を使い分けることができる

相手から好感のもたれる話し方、聞き方ができる

電話をかける時に適切な言い方ができる

電話の取次ぎが適切にできる（内容のメモを作ることができる）

マナーをわきまえて携帯電話が使える

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

アポイントを的確に取ることができる

訪問時のマナーをわきまえている

名刺の受け方・渡し方が適切にできる

適切に自己紹介ができる

来客の取次ぎができる

仕事で接する者の顔や名前を覚えることができる

グループや集団での作業・行動ができる

組織のルールに沿った行動ができる（職場の慣例・慣行に対応できる）

指示内容の要点を整理できる

指示内容について相手に正確に伝えることができる

時間、期限を守ることができる

他者、同僚に迷惑をかけないように行動できる

組織における自らの職場や立場を理解している

服務規律を守る

決められた指示命令系統に沿って業務を遂行できる

自分に与えられた業務指示を最後までやり抜くことができる

組織目標の達成のために、自ら目標を立てて職務に臨んでいる

指示通りの成果があげられない、又は、ミスをする等の場合、上司や同僚に適切に
状況説明ができる

担当職務に求められる知識・技能の習得のため、自ら進んで勉強する

指示された事柄だけでなく、課題意識をもって職務に臨んでいる

職業観

電話の使い方の基本マナー

訪問・来客対応の基本

組織内外の行動

社会人としての役割や責任

ビジネスマナーについて

◎上記の他に、現在、気になっていること、職場でみられる特徴的な出来事、エピソードなどはありますか？
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A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

生活面の自己管理ができる（睡眠・食事・休養）

健康面の自己管理ができる（通院、服薬、体調管理）

体調が悪い時の連絡、相談ができる

体調の維持、予防のための自己対処を行っている

疲労やストレスを軽減するための自己対処を行っている

自分に合った余暇の過ごし方ができる

自分に合った職場における休憩の過ごし方ができる

A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

情報の理解

相手の言葉の意味をずれることなく理解できる

言葉の意味だけでなく、言外の意味を理解し、相手の意図を正しく理解できる

相手の言葉の意味が分からない時に質問ができる

情報の伝達

正しく情報を伝えられる

伝える内容をまとめて説明できる

口頭で要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、相手に自分の意見を適切に伝える

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談ができる（タイミングを意識してできる）

必要な情報を報告・連絡・相談の場面で、簡潔に伝えられる

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

困った時に相談ができる
（対人関係などの仕事の悩みを相談できる）

意思の表明

いつ・どこで・誰が・なぜ・どのように（５W１H）を明確にして説明できる

場面（TPO）に応じて、振る舞い方を適切に変えて意見を主張できる

他者に分かりやすい表現で、意見を主張できる

相手の意見の尊重

相手の意見を受け入れられる

自分と異なる考え方を否定しない

苦手な相手に対しても不必要な衝突や排他的な行動をせずに付き合える

相手と自分の立場の違いを理解し、その場の状況に合った適切な対応ができ
る

意見集約・意見交換

相手の意見の整理・要約ができる

複数の他者との意見交換が円滑にできる

複数の他者の異なる意見を分類、整理した上で要約できる

在職者のための情報整理シート(事業主用）

健康面・体調面・生活面について

職場のコミュニケーションについて

A B C D

できている 職業上の課題
事業主が配慮
を検討する

該当場面なし

出退勤の挨拶ができる

お詫び、お礼が適切にできる

敬語の種類、表現を使い分けることができる

相手から好感のもたれる話し方、聞き方ができる

電話をかける時に適切な言い方ができる

電話の取次ぎが適切にできる（内容のメモを作ることができる）

マナーをわきまえて携帯電話が使える

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

アポイントを的確に取ることができる

訪問時のマナーをわきまえている

名刺の受け方・渡し方が適切にできる

適切に自己紹介ができる

来客の取次ぎができる

仕事で接する者の顔や名前を覚えることができる

グループや集団での作業・行動ができる

組織のルールに沿った行動ができる（職場の慣例・慣行に対応できる）

指示内容の要点を整理できる

指示内容について相手に正確に伝えることができる

時間、期限を守ることができる

他者、同僚に迷惑をかけないように行動できる

組織における自らの職場や立場を理解している

服務規律を守る

決められた指示命令系統に沿って業務を遂行できる

自分に与えられた業務指示を最後までやり抜くことができる

組織目標の達成のために、自ら目標を立てて職務に臨んでいる

指示通りの成果があげられない、又は、ミスをする等の場合、上司や同僚に適切に
状況説明ができる

担当職務に求められる知識・技能の習得のため、自ら進んで勉強する

指示された事柄だけでなく、課題意識をもって職務に臨んでいる

職業観

電話の使い方の基本マナー

訪問・来客対応の基本

組織内外の行動

社会人としての役割や責任

ビジネスマナーについて

◎上記の他に、現在、気になっていること、職場でみられる特徴的な出来事、エピソードなどはありますか？
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 独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈  高 齢 ・ 障 害 ・ 求 職 者 雇 用 支 援 機 構  
    

 

｢在職者のための情報整理シート｣の活用にあたって 

～従業員の方へ～  

 

 

「在職者のための情報整理シート」は、 
従業員と事業主がコミュニケーションをとりながら 
 

○就労状況（現状）の把握に･･･ 
○共通の目標設定に･･･ 

 
活用できる、コミュニケーションツールです。 
 
 

●「在職者のための情報整理シート」は、あなたの特性に応じた環境配慮を⾏う
などの職場への定着を支援するために活用するツールです。 

 
 
●シートは次の項目で構成されています。 

□「健康面・体調面・生活面について」 
□「職場で必要とされるコミュニケー 

ションに関する項目」 
□「ビジネスマナーに関する項目」 

 

 
1 
 
※活⽤に当たっての留意事項  
・「在職者のための情報整理シート」は、 

あなたの雇用継続の可否を判断するための 
ものではありません。 

 
・このシートは、現状の就労状況を把握し、 

雇用継続のための配慮事項や支援方法を 
検討するためのものです。 
 

 

 
在職者のための 
情報整理シート 

とは？ 

A B C D

できている
課題を感じてい
る、対処法を検

討したい

周囲に配慮を
お願いしたい

該当場面なし

生活面の自己管理ができる（睡眠・食事・休養）

健康面の自己管理ができる（通院、服薬、体調管理）

体調が悪い時の連絡、相談ができる

疲労やストレスを感じる時がある

体調の維持、予防のための自己対処を行っている

疲労やストレスを軽減するための自己対処を行っている

自分に合った余暇の過ごし方ができる

自分に合った職場における休憩の過ごし方ができる

A B C D

できている
課題を感じてい
る、対処法を検

討したい

周囲に配慮を
お願いしたい

該当場面なし

情報の理解

相手の言葉の意味をずれることなく理解できる

言葉の意味だけでなく、言外の意味を理解し、相手の意図を正しく理解できる

相手の言葉の意味が分からない時に質問ができる

情報の伝達

正しく情報を伝えられる

伝える内容をまとめて説明できる

口頭で要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、相手に自分の意見を適切に伝える

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談ができる（タイミングを意識してできる）

必要な情報を報告・連絡・相談の場面で、簡潔に伝えられる

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

困った時に相談ができる（対人関係などの仕事の悩みを相談できる）

意思の表明

いつ・どこで・誰が・なぜ・どのように（５W１H）を明確にして説明できる

場面（TPO）に応じて、振る舞い方を適切に変えて意見を主張できる

他者に分かりやすい表現で、意見を主張できる

相手の意見の尊重

相手の意見を受け入れられる

自分と異なる考え方を否定しない

苦手な相手に対しても不必要な衝突や排他的な行動をせずに付き合える

相手と自分の立場の違いを理解し、その場の状況に合った適切な対応ができる

意見集約・意見交換

相手の意見の整理・要約ができる

複数の他者との意見交換が円滑にできる

複数の他者の異なる意見を分類、整理した上で要約できる

在職者のための情報整理シート

健康面・体調面・生活面について

職場のコミュニケーションについて

ストレス・疲労サイン　（あてはまるものに○をつけてみましょう）

・眠くなる　・あくびがでる　・頭が痛くなる　・頭が重くなる　・頭がぼーっとする
・目が疲れる　・目が痛くなる　・目が充血する　・物がぼやけて見える　・全身がだるい
・肩がこる　・ため息がでる　・よそ見が増える　・周囲が気になる　・姿勢が崩れる
・汗がでる　・背伸びをする　・首を回す
・ミスが増える　・能率が下がる　・表情が硬くなる　・歯を食いしばる　・独り言が増える
・イライラする　・口調や話し方が変わる　・貧乏ゆすりをする　・机をたたく　・足を踏み鳴らす
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊疲労やストレスを感じる状況、場面、環境について教えてください。

＊現在、実施している対処方法を教えてください。

 ●活⽤方法  
 

・あなたの現在の就労状況について、各項目に沿ってＡ〜Ｄの 
該当する箇所に印をつけます。 

 
Ａ ： で き て い る  

概ね問 題な くでき てい る。  
Ｂ ： 課 題 を 感 じ て い る 。 対 処 法 を 検 討 し た い  

職業上 の課 題があ ると 感じて おり 、事業 主と 相談し なが ら  
改善に 向け た取組 みを ⾏いた いと 思って いる 。 

Ｃ ： 周 囲 に 配 慮 を お 願 い し た い  
職業上 の課 題があ ると 感じて いる が、自 ら改 善に向 けた 取り  
組みが 難し いので 、事 業主や 他の 従業員 に配 慮して ほし いと  
思って いる 。  

Ｄ ： 該 当 場 面 な し  
該当す る業 務及び 場面 が発生 しな い。  

 
 

・同様に、事業主にもシート（事業主用）を作成してもらいます。 
 

 

 
 
                ・必要に応じて、作成したシートの項目についてそれぞれインタ 

ビュ ー を ⾏ い 、 あ な た と 事 業 主 か ら 、 現 状 の 就 労 状 況 に つ い 
て情報収集を⾏います。 

 
 
 

・それ ぞ れ の シ ー ト を 比 較 し 、 あ な た と 事 業 主 の 就 労 状 況 に 関 す 
る捉え方の相違を確認します。 

・また、捉 え 方 が 異 な っ て い る 項 目 に つ い て 、あ な た と 事 業 主 の 
それぞれの理由や具体的なエピソードを聞き取り、両者の考えを  
把握します。 

             ・把握した情報をもとに、取組課題を明らかにして共有します。 
 
 
 

・ 明 ら か に な っ た 課 題 に つ い て 、 あ な た と 事 業 主 に よ る 話 し 合 い
を⾏い、これから協働で取組む当面の目標を設定します。 

・ ま た 、 当 面 の 目 標 に 応 じ た 取 組 の 内 容 や ス ケ ジ ュ ー ル な ど に つ
いて話し合いを⾏います。 

 

シートの作成 

事業主による 

シートの作成 

インタビューの 
実施 

事業主と従業 
員のシートの 
すりあわせ 

目 標 の 設 定 と
取組方法の 
話し合い 

A B C D

できている
課題を感じてい
る、対処法を検

討したい

周囲に配慮を
お願いしたい

該当場面なし

出退勤の挨拶ができる

お詫び、お礼が適切にできる

敬語の種類、表現を使い分けることができる

相手から好感のもたれる話し方、聞き方ができる

電話をかける時に適切な言い方ができる

電話の取次ぎが適切にできる（内容のメモを作ることができる）

マナーをわきまえて携帯電話が使える

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

アポイントを的確に取ることができる

訪問時のマナーをわきまえている

名刺の受け方・渡し方が適切にできる

適切に自己紹介ができる

来客の取次ぎができる

仕事で接する者の顔や名前を覚えることができる

グループや集団での作業・行動ができる

組織のルールに沿った行動ができる（職場の慣例・慣行に対応できる）

指示内容の要点を整理できる

指示内容について相手に正確に伝えることができる

時間、期限を守ることができる

他者、同僚に迷惑をかけないように行動できる

組織における自らの職場や立場を理解している

服務規律を守る

決められた指示命令系統に沿って業務を遂行できる

自分に与えられた業務指示を最後までやり抜くことができる

組織目標の達成のために、自ら目標を立てて職務に臨んでいる

指示通りの成果があげられない、又は、ミスをする等の場合、上司や同僚に
適切に状況説明ができる

担当職務に求められる知識・技能の習得のため、自ら進んで勉強する

指示された事柄だけでなく、課題意識をもって職務に臨んでいる

◎上記の他に、現在、気になっていること、相談したいこと等があれば、ご記入ください。

職業観

ビジネスマナーについて

電話の使い方の基本マナー

訪問・来客対応の基本

組織内外の行動

社会人としての役割や責任

 独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈  高 齢 ・ 障 害 ・ 求 職 者 雇 用 支 援 機 構  
    

 

｢在職者のための情報整理シート｣の活用にあたって 

～従業員の方へ～  

 

 

「在職者のための情報整理シート」は、 
従業員と事業主がコミュニケーションをとりながら 
 

○就労状況（現状）の把握に･･･ 
○共通の目標設定に･･･ 

 
活用できる、コミュニケーションツールです。 
 
 

●「在職者のための情報整理シート」は、あなたの特性に応じた環境配慮を⾏う
などの職場への定着を支援するために活用するツールです。 

 
 
●シートは次の項目で構成されています。 

□「健康面・体調面・生活面について」 
□「職場で必要とされるコミュニケー 

ションに関する項目」 
□「ビジネスマナーに関する項目」 

 

 
1 
 
※活⽤に当たっての留意事項  
・「在職者のための情報整理シート」は、 

あなたの雇用継続の可否を判断するための 
ものではありません。 

 
・このシートは、現状の就労状況を把握し、 

雇用継続のための配慮事項や支援方法を 
検討するためのものです。 
 

 

 
在職者のための 
情報整理シート 

とは？ 

A B C D

できている
課題を感じてい
る、対処法を検

討したい

周囲に配慮を
お願いしたい

該当場面なし

生活面の自己管理ができる（睡眠・食事・休養）

健康面の自己管理ができる（通院、服薬、体調管理）

体調が悪い時の連絡、相談ができる

疲労やストレスを感じる時がある

体調の維持、予防のための自己対処を行っている

疲労やストレスを軽減するための自己対処を行っている

自分に合った余暇の過ごし方ができる

自分に合った職場における休憩の過ごし方ができる

A B C D

できている
課題を感じてい
る、対処法を検

討したい

周囲に配慮を
お願いしたい

該当場面なし

情報の理解

相手の言葉の意味をずれることなく理解できる

言葉の意味だけでなく、言外の意味を理解し、相手の意図を正しく理解できる

相手の言葉の意味が分からない時に質問ができる

情報の伝達

正しく情報を伝えられる

伝える内容をまとめて説明できる

口頭で要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、相手に自分の意見を適切に伝える

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談ができる（タイミングを意識してできる）

必要な情報を報告・連絡・相談の場面で、簡潔に伝えられる

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

困った時に相談ができる（対人関係などの仕事の悩みを相談できる）

意思の表明

いつ・どこで・誰が・なぜ・どのように（５W１H）を明確にして説明できる

場面（TPO）に応じて、振る舞い方を適切に変えて意見を主張できる

他者に分かりやすい表現で、意見を主張できる

相手の意見の尊重

相手の意見を受け入れられる

自分と異なる考え方を否定しない

苦手な相手に対しても不必要な衝突や排他的な行動をせずに付き合える

相手と自分の立場の違いを理解し、その場の状況に合った適切な対応ができる

意見集約・意見交換

相手の意見の整理・要約ができる

複数の他者との意見交換が円滑にできる

複数の他者の異なる意見を分類、整理した上で要約できる

在職者のための情報整理シート

健康面・体調面・生活面について

職場のコミュニケーションについて

ストレス・疲労サイン　（あてはまるものに○をつけてみましょう）

・眠くなる　・あくびがでる　・頭が痛くなる　・頭が重くなる　・頭がぼーっとする
・目が疲れる　・目が痛くなる　・目が充血する　・物がぼやけて見える　・全身がだるい
・肩がこる　・ため息がでる　・よそ見が増える　・周囲が気になる　・姿勢が崩れる
・汗がでる　・背伸びをする　・首を回す
・ミスが増える　・能率が下がる　・表情が硬くなる　・歯を食いしばる　・独り言が増える
・イライラする　・口調や話し方が変わる　・貧乏ゆすりをする　・机をたたく　・足を踏み鳴らす
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊疲労やストレスを感じる状況、場面、環境について教えてください。

＊現在、実施している対処方法を教えてください。

 ●活用方法  
 

・あなたの現在の就労状況について、各項目に沿ってＡ〜Ｄの 
該当する箇所に印をつけます。 

 
Ａ ： で き て い る  

概ね問 題な くでき てい る。  
Ｂ ： 課 題 を 感 じ て い る 。 対 処 法 を 検 討 し た い  

職業上 の課 題があ ると 感じて おり 、事業 主と 相談し なが ら  
改善に 向け た取組 みを ⾏いた いと 思って いる 。 

Ｃ ： 周 囲 に 配 慮 を お 願 い し た い  
職業上 の課 題があ ると 感じて いる が、自 ら改 善に向 けた 取組  
みが難 しい ので 、事業 主や他 の従 業員に 配慮 してほ しい と思  
ってい る。  

Ｄ ： 該 当 場 面 な し  
該当す る業 務及び 場面 が発生 しな い。  

 
 

・同様に、事業主にもシート（事業主用）を作成してもらいます。 
 

 

 
 
                ・必要に応じて、作成したシートの項目についてそれぞれインタ 

ビュ ー を ⾏ い 、 あ な た と 事 業 主 か ら 、 現 状 の 就 労 状 況 に つ い 
て情報収集を⾏います。 

 
 
 

・それ ぞ れ の シ ー ト を 比 較 し 、 あ な た と 事 業 主 の 就 労 状 況 に 関 す 
る捉え方の相違を確認します。 

・また、捉 え 方 が 異 な っ て い る 項 目 に つ い て 、あ な た と 事 業 主 の 
それぞれの理由や具体的なエピソードを聞き取り、両者の考えを  
把握します。 

             ・把握した情報をもとに、取組課題を明らかにして共有します。 
 
 
 

・ 明 ら か に な っ た 課 題 に つ い て 、 あ な た と 事 業 主 に よ る 話 し 合 い
を⾏い、これから協働で取組む当面の目標を設定します。 

・ ま た 、 当 面 の 目 標 に 応 じ た 取 組 み の 内 容 や ス ケ ジ ュ ー ル な ど に
ついて話し合いを⾏います。 

 

シートの作成 

事業主による 

シートの作成 

インタビューの 
実施 

事業主と従業 
員のシートの 
すりあわせ 

目 標 の 設 定 と
取組方法の 
話し合い 
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 独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈  高 齢 ・ 障 害 ・ 求 職 者 雇 用 支 援 機 構  
    

 

｢在職者のための情報整理シート｣の活用にあたって 

～従業員の方へ～  

 

 

「在職者のための情報整理シート」は、 
従業員と事業主がコミュニケーションをとりながら 
 

○就労状況（現状）の把握に･･･ 
○共通の目標設定に･･･ 

 
活用できる、コミュニケーションツールです。 
 
 

●「在職者のための情報整理シート」は、あなたの特性に応じた環境配慮を⾏う
などの職場への定着を支援するために活用するツールです。 

 
 
●シートは次の項目で構成されています。 

□「健康面・体調面・生活面について」 
□「職場で必要とされるコミュニケー 

ションに関する項目」 
□「ビジネスマナーに関する項目」 

 

 
1 
 
※活⽤に当たっての留意事項  
・「在職者のための情報整理シート」は、 

あなたの雇用継続の可否を判断するための 
ものではありません。 

 
・このシートは、現状の就労状況を把握し、 

雇用継続のための配慮事項や支援方法を 
検討するためのものです。 
 

 

 
在職者のための 
情報整理シート 

とは？ 

A B C D

できている
課題を感じてい
る、対処法を検

討したい

周囲に配慮を
お願いしたい

該当場面なし

生活面の自己管理ができる（睡眠・食事・休養）

健康面の自己管理ができる（通院、服薬、体調管理）

体調が悪い時の連絡、相談ができる

疲労やストレスを感じる時がある

体調の維持、予防のための自己対処を行っている

疲労やストレスを軽減するための自己対処を行っている

自分に合った余暇の過ごし方ができる

自分に合った職場における休憩の過ごし方ができる

A B C D

できている
課題を感じてい
る、対処法を検

討したい

周囲に配慮を
お願いしたい

該当場面なし

情報の理解

相手の言葉の意味をずれることなく理解できる

言葉の意味だけでなく、言外の意味を理解し、相手の意図を正しく理解できる

相手の言葉の意味が分からない時に質問ができる

情報の伝達

正しく情報を伝えられる

伝える内容をまとめて説明できる

口頭で要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、相手に自分の意見を適切に伝える

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談ができる（タイミングを意識してできる）

必要な情報を報告・連絡・相談の場面で、簡潔に伝えられる

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

困った時に相談ができる（対人関係などの仕事の悩みを相談できる）

意思の表明

いつ・どこで・誰が・なぜ・どのように（５W１H）を明確にして説明できる

場面（TPO）に応じて、振る舞い方を適切に変えて意見を主張できる

他者に分かりやすい表現で、意見を主張できる

相手の意見の尊重

相手の意見を受け入れられる

自分と異なる考え方を否定しない

苦手な相手に対しても不必要な衝突や排他的な行動をせずに付き合える

相手と自分の立場の違いを理解し、その場の状況に合った適切な対応ができる

意見集約・意見交換

相手の意見の整理・要約ができる

複数の他者との意見交換が円滑にできる

複数の他者の異なる意見を分類、整理した上で要約できる

在職者のための情報整理シート

健康面・体調面・生活面について

職場のコミュニケーションについて

ストレス・疲労サイン　（あてはまるものに○をつけてみましょう）

・眠くなる　・あくびがでる　・頭が痛くなる　・頭が重くなる　・頭がぼーっとする
・目が疲れる　・目が痛くなる　・目が充血する　・物がぼやけて見える　・全身がだるい
・肩がこる　・ため息がでる　・よそ見が増える　・周囲が気になる　・姿勢が崩れる
・汗がでる　・背伸びをする　・首を回す
・ミスが増える　・能率が下がる　・表情が硬くなる　・歯を食いしばる　・独り言が増える
・イライラする　・口調や話し方が変わる　・貧乏ゆすりをする　・机をたたく　・足を踏み鳴らす
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊疲労やストレスを感じる状況、場面、環境について教えてください。

＊現在、実施している対処方法を教えてください。

 ●活⽤方法  
 

・あなたの現在の就労状況について、各項目に沿ってＡ〜Ｄの 
該当する箇所に印をつけます。 

 
Ａ ： で き て い る  

概ね問 題な くでき てい る。  
Ｂ ： 課 題 を 感 じ て い る 。 対 処 法 を 検 討 し た い  

職業上 の課 題があ ると 感じて おり 、事業 主と 相談し なが ら  
改善に 向け た取組 みを ⾏いた いと 思って いる 。 

Ｃ ： 周 囲 に 配 慮 を お 願 い し た い  
職業上 の課 題があ ると 感じて いる が、自 ら改 善に向 けた 取り  
組みが 難し いので 、事 業主や 他の 従業員 に配 慮して ほし いと  
思って いる 。  

Ｄ ： 該 当 場 面 な し  
該当す る業 務及び 場面 が発生 しな い。  

 
 

・同様に、事業主にもシート（事業主用）を作成してもらいます。 
 

 

 
 
                ・必要に応じて、作成したシートの項目についてそれぞれインタ 

ビュ ー を ⾏ い 、 あ な た と 事 業 主 か ら 、 現 状 の 就 労 状 況 に つ い 
て情報収集を⾏います。 

 
 
 

・それ ぞ れ の シ ー ト を 比 較 し 、 あ な た と 事 業 主 の 就 労 状 況 に 関 す 
る捉え方の相違を確認します。 

・また、捉 え 方 が 異 な っ て い る 項 目 に つ い て 、あ な た と 事 業 主 の 
それぞれの理由や具体的なエピソードを聞き取り、両者の考えを  
把握します。 

             ・把握した情報をもとに、取組課題を明らかにして共有します。 
 
 
 

・ 明 ら か に な っ た 課 題 に つ い て 、 あ な た と 事 業 主 に よ る 話 し 合 い
を⾏い、これから協働で取組む当面の目標を設定します。 

・ ま た 、 当 面 の 目 標 に 応 じ た 取 組 の 内 容 や ス ケ ジ ュ ー ル な ど に つ
いて話し合いを⾏います。 

 

シートの作成 

事業主による 

シートの作成 

インタビューの 
実施 

事業主と従業 
員のシートの 
すりあわせ 

目 標 の 設 定 と
取組方法の 
話し合い 

 ●活用方法  
 

・あなたの現在の就労状況について、各項目に沿ってＡ〜Ｄの 
該当する箇所に印をつけます。 

 
Ａ ： で き て い る  

概ね問 題な くでき てい る。  
Ｂ ： 課 題 を 感 じ て い る 。 対 処 法 を 検 討 し た い  

職業上 の課 題があ ると 感じて おり 、事業 主と 相談し なが ら  
改善に 向け た取組 みを ⾏いた いと 思って いる 。 

Ｃ ： 周 囲 に 配 慮 を お 願 い し た い  
職業上 の課 題があ ると 感じて いる が、自 ら改 善に向 けた 取組  
みが難 しい ので 、事業 主や他 の従 業員に 配慮 してほ しい と思  
ってい る。  

Ｄ ： 該 当 場 面 な し  
該当す る業 務及び 場面 が発生 しな い。  

 
 

・同様に、事業主にもシート（事業主用）を作成してもらいます。 
 

 

 
 
                ・必要に応じて、作成したシートの項目についてそれぞれインタ 

ビュ ー を ⾏ い 、 あ な た と 事 業 主 か ら 、 現 状 の 就 労 状 況 に つ い 
て情報収集を⾏います。 

 
 
 

・それ ぞ れ の シ ー ト を 比 較 し 、 あ な た と 事 業 主 の 就 労 状 況 に 関 す 
る捉え方の相違を確認します。 

・また、捉 え 方 が 異 な っ て い る 項 目 に つ い て 、あ な た と 事 業 主 の 
それぞれの理由や具体的なエピソードを聞き取り、両者の考えを  
把握します。 

             ・把握した情報をもとに、取組課題を明らかにして共有します。 
 
 
 

・ 明 ら か に な っ た 課 題 に つ い て 、 あ な た と 事 業 主 に よ る 話 し 合 い
を⾏い、これから協働で取組む当面の目標を設定します。 

・ ま た 、 当 面 の 目 標 に 応 じ た 取 組 み の 内 容 や ス ケ ジ ュ ー ル な ど に
ついて話し合いを⾏います。 

 

シートの作成 

事業主による 

シートの作成 

インタビューの 
実施 

事業主と従業 
員のシートの 
すりあわせ 

目 標 の 設 定 と
取組方法の 
話し合い 
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A B C D

できている
課題を感じてい
る、対処法を検

討したい

周囲に配慮を
お願いしたい

該当場面なし

生活面の自己管理ができる（睡眠・食事・休養）

健康面の自己管理ができる（通院、服薬、体調管理）

体調が悪い時の連絡、相談ができる

疲労やストレスを感じる時がある

体調の維持、予防のための自己対処を行っている

疲労やストレスを軽減するための自己対処を行っている

自分に合った余暇の過ごし方ができる

自分に合った職場における休憩の過ごし方ができる

A B C D

できている
課題を感じてい
る、対処法を検

討したい

周囲に配慮を
お願いしたい

該当場面なし

情報の理解

相手の言葉の意味をずれることなく理解できる

言葉の意味だけでなく、言外の意味を理解し、相手の意図を正しく理解できる

相手の言葉の意味が分からない時に質問ができる

情報の伝達

正しく情報を伝えられる

伝える内容をまとめて説明できる

口頭で要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、要点を押さえた説明ができる

レジメを活用して、相手に自分の意見を適切に伝える

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談ができる（タイミングを意識してできる）

必要な情報を報告・連絡・相談の場面で、簡潔に伝えられる

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

困った時に相談ができる（対人関係などの仕事の悩みを相談できる）

意思の表明

いつ・どこで・誰が・なぜ・どのように（５W１H）を明確にして説明できる

場面（TPO）に応じて、振る舞い方を適切に変えて意見を主張できる

他者に分かりやすい表現で、意見を主張できる

相手の意見の尊重

相手の意見を受け入れられる

自分と異なる考え方を否定しない

苦手な相手に対しても不必要な衝突や排他的な行動をせずに付き合える

相手と自分の立場の違いを理解し、その場の状況に合った適切な対応ができる

意見集約・意見交換

相手の意見の整理・要約ができる

複数の他者との意見交換が円滑にできる

複数の他者の異なる意見を分類、整理した上で要約できる

在職者のための情報整理シート(従業員用）

健康面・体調面・生活面について

職場のコミュニケーションについて

ストレス・疲労サイン　（あてはまるものに○をつけてみましょう）

・眠くなる　・あくびがでる　・頭が痛くなる　・頭が重くなる　・頭がぼーっとする
・目が疲れる　・目が痛くなる　・目が充血する　・物がぼやけて見える　・全身がだるい
・肩がこる　・ため息がでる　・よそ見が増える　・周囲が気になる　・姿勢が崩れる
・汗がでる　・背伸びをする　・首を回す
・ミスが増える　・能率が下がる　・表情が硬くなる　・歯を食いしばる　・独り言が増える
・イライラする　・口調や話し方が変わる　・貧乏ゆすりをする　・机をたたく　・足を踏み鳴らす
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
＊疲労やストレスを感じる状況、場面、環境について教えてください。

＊現在、実施している対処方法を教えてください。

A B C D

できている
課題を感じてい
る、対処法を検

討したい

周囲に配慮を
お願いしたい

該当場面なし

出退勤の挨拶ができる

お詫び、お礼が適切にできる

敬語の種類、表現を使い分けることができる

相手から好感のもたれる話し方、聞き方ができる

電話をかける時に適切な言い方ができる

電話の取次ぎが適切にできる（内容のメモを作ることができる）

マナーをわきまえて携帯電話が使える

場面に応じて、適切に、口頭・電話・メールなどの手段を使い分ける

アポイントを的確に取ることができる

訪問時のマナーをわきまえている

名刺の受け方・渡し方が適切にできる

適切に自己紹介ができる

来客の取次ぎができる

仕事で接する者の顔や名前を覚えることができる

グループや集団での作業・行動ができる

組織のルールに沿った行動ができる（職場の慣例・慣行に対応できる）

指示内容の要点を整理できる

指示内容について相手に正確に伝えることができる

時間、期限を守ることができる

他者、同僚に迷惑をかけないように行動できる

組織における自らの職場や立場を理解している

服務規律を守る

決められた指示命令系統に沿って業務を遂行できる

自分に与えられた業務指示を最後までやり抜くことができる

組織目標の達成のために、自ら目標を立てて職務に臨んでいる

指示通りの成果があげられない、又は、ミスをする等の場合、上司や同僚に
適切に状況説明ができる

担当職務に求められる知識・技能の習得のため、自ら進んで勉強する

指示された事柄だけでなく、課題意識をもって職務に臨んでいる

◎上記の他に、現在、気になっていること、相談したいこと等があれば、ご記入ください。

職業観

ビジネスマナーについて

電話の使い方の基本マナー

訪問・来客対応の基本

組織内外の行動

社会人としての役割や責任
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 独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈  高 齢 ・ 障 害 ・ 求 職 者 雇 用 支 援 機 構  
    

｢在職者のための情報整理シート｣の活用にあたって 

～支援者の方へ～  

 

「在職者のための情報整理シート」は、 
事業主が、従業員とコミュニケーションをとりながら 
雇用継続支援のための 
 

○就労状況（現状）の把握に･･･ 
○共通の目標設定に･･･ 

 
活用できる、コミュニケーションツールです。 
 

●背景  
 発達障害者支援法 の施⾏、それに基づ く様々な施策や事業 の充実、発達障害者 に
対する認識の広がり、就労支援の推進等により、働く発達障害者が増加しています。 

その⼀⽅で、就職後 に不適応状態になる 者、また、就職後に 精神⾯の不調等が原
因で医療機関を受診し、はじめて発達障害の診断を受ける者が少なくありません。 

  さらに、地域障害者職業センターが実施する精神障害者に対する職場復帰支援（リ
ワーク支援）の対象者の中に、発達障害のある者が増えており、事業主に対する助
言・援助において対応の難しさが指摘されています。 

  このような状況を踏まえ、障害者職業総合センター職業センターでは、発達障害
者のワークシステム・サポートプログラムを通じて、休職者等の在職者に対する雇
用継続支援を実施し、併せて、雇用継続支援技法の開発に取り組んでいます。 

  発達障害者の雇用継続支援においては、対象者、事業主及び支援者が職場で発生
している問題の状況について、共通認識を得ながら進めることが重要と捉え、3 者間
の共通認識を図るために活用するツールを作成しました。 

 
●活用の目的  

『在職者のた めの情 報整理シート』 は、 問題状況に対す る事 業主と従業員の 捉え
⽅が異なることにより、対処や環境調整等の配慮事項にミスマッチが生じてしまい、
問題解決が進みにくくなることに着目し、問題状況、事業主と従業員の捉え⽅の違
いの把握、事業主と従業員が取り組むべき目標を設定することを目的としています。 

また、事業主⾃らが雇用管理を進めるにあたって、シートを活用することも想定
しています。 

なお、このシートは、従業員の雇用継続の可否を判断するためのものではなく、
現状の就労状況の把握や適応状況の評価を⾏い、雇用継続のための支援目標と⽅法
を検討するためのものです。  

 
在職者のための 
情報整理シート 

とは？ 

●活用方法と効果  
 
・事業主、従業員にシートを作成してもらいます。 
・シートの各項目を活用し、事業主と従業員の双⽅にインタビュ 

ー を ⾏い 、 具体 的 な 問 題 状 況 等 に 関 す る 情 報 収 集 を ⾏ い ま す 。 
 

 
                ・両者の作成したシートをすりあわせ、事業主と従業員両者の就 

労状況に対する考え⽅や捉え⽅の相違を確認します。 
・また、捉え⽅が異なっている項目について、具体的な状況やエピ 

ソードを聞き取り、事業主と従業員の考えを把握します。 
・その中から、雇用継続のために 取組 む具 体的 事 項を 確 認し ます 。 

 
 

・事業主と確認した具体的事項を従業員と共有し、共通目標の設 
定に向けた話し合いを⾏います。 

           ・就労状況に対する考えや捉え⽅の乖離が⼤きい場合は、双⽅の認 
識の違いについて話し合い、原因や状況の確認を重ねながら、 
課題点に対応するための共通目標を設定します。 

 

 

 

・共通目標に応じた、具体的な取組内容やスケジュール等を決め 
ます。 

・必要に応じて、支援機関に取組みのための支援を要請します。 
 
 

 

 

① 共通の項目に沿って聞き取りを⾏うことにより、事業主と従業員の現状の就労 
状況についての考え⽅や捉え⽅を把握することができる。 

② 共通の項目に基づいた情報収集を⾏うことで、両者が客観的な視点で話し合う 
ことができる。 

③ 確認できた就労状況に基づき、両者が共通の目標を設定することができる。 
    

 
●その他  

職場の問題状況を把握する際、具体的場⾯の共有、場⾯に沿った現状把握及び目標設
定 を ⾏ う た め に 、 リー フ レ ッ ト 『 発 達 障害 を 理 解 す る た め に〜 事 業 主 の 方 へ 〜 』（平 成
24 年度発⾏）を補助的に活用することも有効です。 

Step1 

就労状況の把握 

Step２ 

問題の明確化 

Step３ 
目標の設定 

Step４ 
具体的な 

取り組み検討 

○効果  
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Step1 

就労状況の把握 

Step２ 

問題の明確化 

Step３ 
目標の設定 

Step４ 
具体的な 

取り組み検討 

○効果  

現状の就労状況の把握や適応状況の評価を⾏い、雇⽤継続のための⽀援目標と⽅法
を検討するためのものです。  

●活用方法と効果  
 
・事業主、従業員にシートを作成してもらいます。 
・シートの各項目を活⽤し、事業主と従業員の双⽅にインタビュ 

ー を ⾏い 、 具体 的 な 問 題 状 況 等 に 関 す る 情 報 収 集 を ⾏ い ま す 。 
 

 
                ・両者の作成したシートをすりあわせ、事業主と従業員両者の就 

労状況に対する考え⽅や捉え⽅の相違を確認します。 
・また、捉え⽅が異なっている項目について、具体的な状況やエピ 

ソードを聞き取り、事業主と従業員の考えを把握します。 
・その中から、雇⽤継続のために取り組む具体的事項を確認します。 

 
 

・事業主と確認した具体的事項を従業員と共有し、共通目標の設 
定に向けた話し合いを⾏います。 

           ・就労状況に対する考えや捉え⽅の乖離が⼤きい場合は、双⽅の認 
識の違いについて話し合い、原因や状況の確認を重ねながら、 
課題点に対応するための共通目標を設定します。 

 

 

 

・共通目標に応じた、具体的な取組内容やスケジュール等を決め 
ます。 

・必要に応じて、⽀援機関に取組みのための⽀援を要請します。 
 
 

 

 

① 共通の項目に沿って聞き取りを⾏うことにより、事業主と従業員の現状の就労 
状況についての考え⽅や捉え⽅を把握することができる。 

② 共通の項目に基づいた情報収集を⾏うことで、両者が客観的な視点で話し合う 
ことができる。 

③ 確認できた就労状況に基づき、両者が共通の目標を設定することができる。 
    

 
●その他  

職場の問題状況を把握する際、具体的場面の共有、場面に沿った現状把握及び目標設

Step1 

就労状況の把握 

Step２ 

問題の明確化 

Step３ 
目標の設定 

 Step４ 
具体的な 

取 り 組 み 検
討 

○効果  

- 50 - - 51 -



に
く

上
で
・

・
・

職
場

定
着

へ

雇
用

の
た

め
の

援
護

制
度

を
活

用
す

る

障
害

の
特

性
を
知

る
こ
と
か

ら
、

支
援

方
法

ま
で

職
場

で
の

疑
問

や
課

題
に

お
答

え
し
ま
す
！

使
い

方
は

障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
 

職
業

セ
ン

タ
ー

の
ペ

ー
ジ

か
ら

・

ht
tp
://
w
w
w
.n
iv
r.j
ee
d.
go
.jp
/c
en
te
r/r
ep
or
t/h
at
ta
ts
u.
ht
m
l

・

職
場

で
現

れ
や

す
い

行
動

・
特

徴
を

理
解

す
る

地
域

の
支

援
機

関
を

活
用

す
る

特
性

を
踏

ま
え

て
対

応
す

る

障
害

特
性

を
理

解
す

る

強
み

弱
み

強
み

強
み

弱
み

弱
み発
達
障
害
と
は

？

雇
用

管
理

に
少

し
の

工
夫

が
あ
れ

ば
、
発

達
障

害
の

あ
る
方

の
特

徴
を
職

業
上

の
強

み
と
し
て
生

か
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

例
え
ば

・
・
・

な
ど
・
・
・

発
達

障
害

の
あ

る
方

は
、

様
々

な
業

務
で
力

を
発

揮
し
て
い
ま
す

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

検
証

、
翻

訳

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の

デ
ザ
イ
ン
、
社
内
報

作
成

物
流
倉
庫
で
の
仕
分
け
、
工
場
の

設
備
点

検

「
発

達
障

害
」
に
は

、
次

の
様

な
種

類
が

あ
り
ま
す
。

障
害

の
原

因
は

「
脳

機
能

の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
さ
の

問
題

」
と
考

え
ら
れ

て
い
ま
す
。
生

来
性

あ
る
い
は

生
後

早
期

に
生

じ
、
成

長
過

程
で
は

っ
き
り
と
し
て
い
き
ま
す
。

発
言

や
行

動
に
つ
い
て
、
周

囲
か

ら
は

「
行

動
・
考

え
方

が
独

特
」
「
能

力
の

偏
り
が

あ
る
」
、
と
い
う
よ
う
に
映

る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が

、
性

格
や

怠
慢

に
よ
る
も
の

で
は

あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
し
つ
け
、
環

境
、
経

験
不

足
な
ど
の

問
題

で
も
あ
り
ま
せ

ん
。

社
会

性
・
想

像
力

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

三
つ
の

側
面

に
独

特
な
特

徴
を
持

っ
て
い
る
方

が
多

い
ほ

か
、
不

注
意

、
衝

動
性

、
多

動
性

、
感

覚
過

敏
、
運

動
や

読
み

、
書

き
、
計

算
の

苦
手

さ
と
い
っ
た
特

徴
を
有

し
て
い
る
方

も
い
ま
す
。

ど
ん
な
能

力
に
障

害
が

あ
る
か

、
ど
の

程
度

か
は

個
人

個
人

で
異

な
り
ま
す
。
ま
た
、
環

境
要

因
に
よ
っ
て
強

み
に
な
る
こ
と
も
、
弱

み
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

★
自
閉
症
、
ア
ス
ペ

ル
ガ

ー
症
候
群
、
そ
の

他
の

広
汎

性
発
達

障
害

★
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害

★
学
習
障
害

★
そ
の

他
こ
れ

に
類
す
る
脳
機
能
の

障
害
で
あ

っ
て
、

そ
の

症
状
が

通
常
低
年
齢
に
発
現
す
る
も
の

･
生
ま
れ

つ
き
の

も
の

「
発

達
障

害
者

支
援

法
」
よ
り

障
害

の
原

因
は

？

発
達

障
害

の
特

性

広
汎

性
発
達

障
害

自
閉

症
ア
ス
ペ
ル

ガ
ー
症

候
群

注
意
欠
陥
多
動
性
障
害

A
D
H
D

学
習

障
害
LD

い
く
つ
か

の
特

徴
が

重
な
り
合

っ
て
い
る
場

合
が

あ
り
ま
す
。

※
知

的
発

達
の

遅
れ

が
あ
る
方
も
い
ま
す

デ
ー
タ
入

力
、
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
、
フ
ァ
イ
リ
ン
グ

・
熟
語
や
専
門
用
語
の
知
識
が
豊
富

・
常
識
に
と
ら
わ
れ
ず
発
想
が
自
由

・
細

か
い
こ
と
に
よ
く
気

が
つ
く

社
会

性
の

特
徴

コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の

特
徴

想
像

力
の

特
徴

専
門
知
識
が
生
か
せ
る

ル
ー
チ
ン
ワ
ー
ク
に
地
道
に
取
り
組

む
力

を
生

か
せ
る

独
特
な
発
想
・
感
性
を
生
か
せ
る

正
確
さ
や
厳
密
さ
を
生
か
せ
る

【
不

注
意
】

・
注

意
し
続

け
る
こ
と
が

難
し
い
、
ま
た
は

集
中

し
過

ぎ
る

・
忘

れ
物

が
多

い

【
衝

動
性
】

・
行

動
力

が
あ
る

・
思

っ
た
こ
と
を
す
ぐ
に
言

い
、
失

言
し
や

す
い

【
多

動
性
】

・
多
方
面
に
目
が
向
く

・
極
度
に
活
動
的
で
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ

な
い
、
多
弁

【
感

覚
過

敏
】

・
特

定
の

感
覚

（
五

感
等

）
が

過
敏

、
ま
た
は

鈍
感

【
運

動
の

苦
手

さ
】

・
動
作
が
ぎ
こ
ち
な
い
、
運
動
が
苦
手

、
不
器

用

そ
の

他

※
「
強
み
」
・
「
弱
み
」
の
各
事
項
は

対
照
的
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

・
年
齢
や
立
場
に
と
ら
わ
れ

ず
公
平
に
考
え
る
、

ル
ー
ル

を
重

ん
じ
る
、
誠
実

・
常
識
に
と
ら
わ
れ
ず
発
想
が
自
由

・
人
に
流
さ
れ
に
く
く
マ
イ
ペ
ー
ス

・
細
か
い
こ
と
に
よ
く
気
を
配
る
、
謙

虚

・
正
直
す
ぎ
る
、
融
通
が
利
き
に
く
い
、
立
場
を

気
に
せ
ず
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
こ
と
が
あ
る

・
常

識
不

足
と
言

わ
れ

る
こ
と
が

あ
る

・
協
調
性
が
少
な
い
、
相

手
の
気

持
ち
が
分
か

ら
な
い
こ
と
が
あ
る

・
相
手
の
顔
色
を
過
剰
に
心
配
す
る

・
熟
語
や
専
門

用
語

へ
の
関
心

が
高

い
、

知
識
が
豊
富
な
場
合
が
あ
る

・
言

葉
を
正

確
に
使

お
う
と
す
る
気

持
ち

が
強
い

・
言
葉
の
理
解
が
素
直

・
興
味
の
あ
る
こ
と
は
一
生
懸
命
話
す

・
言
葉
ど
お
り
に
理
解

す
る
、
は

っ
き
り

言
わ
れ
な
い
と
気
づ
き
に
く
い

・
気
持
ち
や
言
い
た
い
こ
と
が
う
ま
く
言

え
な
い
、
説
明
が
回

り
く
ど
く
な
り
や

す
い

・
表

現
が

独
特

で
堅

苦
し
い
、

ま
た
は
く
だ
け
過
ぎ
た
話
し
方
に
な
る

・
会
話
が
一
方
的
に
な
る
こ
と
や
、
相
手

の
表
情
や
動
作
に
気
づ
か
な
い
こ
と

が
あ
る

・
興
味
や
関
心
が
狭
く
深
い
、
興
味
が

あ
る
と
こ
つ
こ
つ
と
取
り
組
め
る

・
見

通
し
の

つ
い
た
こ
と
だ
と
力

を
発

揮
し
や

す
い

・
い
つ
も
通
り
の
秩
序
や
予

定
を

重
ん
じ
る
、
こ
だ
わ
り
が
あ
る

・
細

か
い
こ
と
や

特
定

の
こ
と
に
よ
く

気
が

つ
く

・
興
味
が
偏
り
や
す
い
、
み

ん
な
が

好
き
な
こ
と
に
合
わ
せ
る
の
が
苦
手

・
新

し
い
こ
と
、
応

用
す
る
こ
と
、
臨

機
応
変
に
対
応
す
る
こ
と
が
苦
手

・
予
定
外
の
こ
と
へ
の
焦
り
が
強
い
、

気
持

ち
・
考

え
・
行

動
の

切
り
替

え
が
苦
手

・
全

体
を
把

握
す
る
の

が
苦

手

・
興
味
が
あ
る
と
こ
つ
こ
つ
取
り
組
め
る
、

い
つ
も
通
り
の
秩
序
や

予
定
を
重

ん
じ
る
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「
発
達
障
害
の

あ
る
方
は

こ
ん
な

こ
と
で
困
っ
て
い
ま
す
･･
･

出
勤

★
や

る
べ

き
仕

事
、

理
由

、
手

順
、

役
割

分
担

を
明

確
に
す
る

★
思

わ
ぬ

と
こ
ろ
で
悩

ん
で
い
る
こ
と
が

あ
る
の

で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
大

切
に

★
ル

ー
ル

や
決

ま
り
を
大

切
に
す
る
の

で
変

更
が

あ
る
時

は
前

も
っ
て
伝

え
て
お

く

★
良

い
評

価
は

良
い
仕

事
に
つ
な

が
る

★
注

意
や

指
示

は
遠

慮
無

く
、

落
ち
着

い
て
、

具
体

的
に

力
を
発

揮
し
て
貰

う
た
め

に
は

･･

発
達

障
害

の
あ
る
社

員
さ
ん
の

1日

仕
事

開
始

新
し
い
仕
事

発
生
！

職
場
で
の

１０
の

疑
問
に
答
え
ま
す
！」

①

は

支
援
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

１
出
勤
の

際
に

①
朝

の
準

備
、

段
取

り
が

下
手

な
人

も
･･

①
出

勤
の

準
備

は
毎

日
同

じ
く
、

最
低

限
に

財
布
？
携
帯
？
昨
日
カ
バ
ン
か
ら

出
し
て
ど
こ
に
お
い
た
っ
け
！

②
就

寝
・

起
床

が
遅

く
な

り
、
遅
刻
し
て
し
ま
う

こ
と
も
･･

③
出
社
に
不
安
の

あ
る

人
も
･･

③
本

人
の

悩
み

ど
こ
ろ

の
聞

き
取

り
を
す
る

ま
た
仕
事
失
敗
し
ち
ゃ
う
か
も
･･

き
つ
く
言
わ
れ
な
け
れ
ば

い
い
な

つ
い
つ
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

熱
中
し
ち
ゃ
っ
て

解
決

法
例
え
ば
本
人
は
こ
ん
な

こ
と
を
悩

ん
で
い
ま
す

つ
ま
ず
き
や
す
い
点

②
夜

の
Ｐ
Ｃ
・

Ｔ
Ｖ
は

時
間

を
決

め
て
、

睡
眠

時
間

を
確
保

メ
モ

２
仕
事
の

指
示
を
聞
く
際
に

①
説

明
だ
け

で
は

混
乱
、

メ
モ
が

苦
手

な
人

も
･･

①
マ
ニ
ュ
ア
ル

や
指
示
書

を
目
で

見
て
分
か

る
よ
う
に
示
す

ま
た
ゆ

っ
く
り
説

明
す
る

説
明
を
聞
く
の
と
メ
モ
を
取
る
の
と

同
時

は
無

理
だ
よ
ー
！

②
指
示
さ
れ

て
い
な

い
こ
と

の
推

測
が

苦
手

な
人

も
･･

③
些
細
な

こ
と
に
気
を
取
ら

れ
て
し
ま
い
、
指
示
に
集
中

で
き
な

い
人

も
･･

③
つ
ま
ず
い
た
点

は
必

ず
質

問
す

る
よ
う
促

す
「
何

か
あ
っ
た
ら
相

談
し
て
」
の

「
何

か
」
っ
て
何

だ
ろ
う
？

み
ん
な
上
司
が
指
示
し
な
か

っ
た

こ
と
が
な
ん
で
分
か
る
の
？

解
決

法
例
え
ば
本
人
は
こ
ん
な

こ
と
を
悩

ん
で
い
ま
す

つ
ま
ず
き
や
す
い
点

②
や

っ
て
欲

し
い
こ
と
は

具
体
的

に
伝
え
る

メ
モ

ﾐ
ｰ
ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ

ト
ラ

ブ
ル

発
生

！

別
の

仕
事

も
頼

ま
れ

た
！

職
場
で
の

１０
の

疑
問
に
答
え
ま
す
！」

②

「
発
達
障
害
の

あ
る
方
は

こ
ん
な

こ
と
で
困
っ
て
い
ま
す
･･
･

３
会
話
の

場
面
で

①
雰

囲
気

や
人

の
都

合
を

読
み

取
る
の

が
苦

手
な

人
も
･･

①
都

合
が

悪
い
時

は
そ
の

こ
と
を
本

人
に
伝

え
る

今
が

チ
ャ
ン
ス
だ
！

と
に
か
く
全
部
話
さ
な
き
ゃ

②
適

切
な

話
題

、
言

葉
遣
い

を
知

ら
な

い
人

も
･･

③
話

題
に
夢

中
に
な

っ
た
り
、

他
に
注

意
が

向
き
会

話
が

疎
か

に
な

る
こ
と
も
･･

③
話

が
長

く
な

っ
た
り
、

脱
線

し
た
時

は
止

め
る

言
い
た
い
こ
と
言

っ
た
け
ど
、
自

分
だ
け
話

し
す
ぎ
た
か

な
？

相
手
が
急
に
怒
り
出
し
た
ぞ
！

何
か

悪
い
こ
と
を
言

っ
た
か

な
？

解
決

法
例
え
ば
本
人
は
こ
ん
な

こ
と
を
悩

ん
で
い
ま
す

つ
ま
ず
き
や
す
い
点

②
場

面
に
応

じ
た

か
か

わ
り
方
を
教
え
る

メ
モ

４
仕

事
で
困

っ
た
時

に

①
上
司
や

同
僚
に
迷
惑

を
か

け
る
と
思
っ
て
い
る
人
も
･･

①
報
告
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ

を
予
め

決
め

て
お

く
こ
ん
な
こ
と
を
言

っ
た
ら

上
司

の
気

分
を
害

す
の

で
は

・
・

②
困

っ
た
こ
と
を
ど
う
表

現
し
て

よ
い
か

分
か

ら
な

い
人
も
･･

③
自
分
か

ら
話
し
か

け
る

の
が

苦
手

な
人

も
･･

③
時

折
周

り
か

ら
様
子

を
伺
う
よ

う
に
す
る

自
分
の
要
件
で
時
間
を
使
わ
せ
る

の
は
申
し
訳
な
い

え
ー
と
･･
何

を
ど
う
説

明
し
よ
う
か

解
決

法
例
え
ば
本
人
は
こ
ん
な

こ
と
を
悩

ん
で
い
ま
す

つ
ま
ず
き
や
す
い
点

②
報
告
の

要
点
を
メ
モ
や

メ
ー

ル
に
し
て
伝
え
る
よ
う
促
す

メ
モ

５
仕
事
が

滞
っ
て
き
た
時
に

①
優

先
順

位
を
つ
け

る
の

が
苦

手
な

人
も
･･

①
優

先
順

位
を
明

確
に
伝

え
る

あ
れ
も
や
っ
て
こ
れ

も
や

っ
て
・
・

あ
ー
順
番
が
分
か
ら
な
い
！

②
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
活

用
が

苦
手

な
人

も
･･

③
手

先
が

不
器

用
な

人
も
･･

③
手

先
を
使

っ
た
仕

事
は

避
け

る
細
か
い
仕
事
は
加
減
が
ち
ょ
っ
と

難
し
い
な
～

文
字

だ
け
だ
と
よ
く

分
か
り
に
く
い
な

解
決

法
例
え
ば
本
人
は
こ
ん
な

こ
と
を
悩

ん
で
い
ま
す

つ
ま
ず
き
や
す
い
点

②
図

や
写

真
・

動
画

等
、

本
人
の

理
解

し
や

す
い
方
法
で
マ
ニ
ュ
ア
ル

作
成

メ
モ
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昼
休
み

職
場
で
の

１０
の

疑
問
に
答
え
ま
す
！」

③

「
発
達
障
害
の

あ
る
方
は

こ
ん
な

こ
と
で
困
っ
て
い
ま
す
･･
･

６
休
憩
時
間
の

過
ご
し
方

①
空

い
て
い
る
時

間
を
ど
う
過

ご
し
て
良
い
か

分
か

ら
な

い
人
も
･･

①
休

憩
時

間
の

過
ご
し
方

を
決

め
て
お

く
自
由
に
過
ご
す
っ
て
･･

じ
ゃ
あ
何
し
て
も
い
い
の
か

な
？

②
何

を
話

し
て
よ
い
の

か
分

か
ら
ず
、

上
司
や

同
僚
と
の

雑
談

が
苦

手
な

人
も
･･

③
人

が
多

い
と
う
ま
く
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
で
き
な

い
人
も
･･

③
休

憩
時

間
を
他

の
人

と
ず
ら
し
て
と
れ

る
よ
う
に
す
る

会
社

に
い
る
だ
け
で
仕

事
も
休

憩
も

す
ご
く
緊
張
す
る
！

話
が
上
手
に
出
来
な
い
と
、
必
要

な
い
と
思

わ
れ

ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
・
・
？

解
決

法
例
え
ば
本
人
は
こ
ん
な

こ
と
を
悩

ん
で
い
ま
す

つ
ま
ず
き
や
す
い
点

②
無

理
に
雑

談
に
加

わ
ら
な

く
て

も
良

い
こ
と
を
伝

え
て
お

く

メ
モ

周
り
が
忙
し

そ
う
だ
ぞ
！

お
客

様
が

来
所

！

７
仕
事
の

状
況
が

変
化
し
た
時
に

①
与
え
ら
れ

た
仕
事
以
外
、

自
発

的
に
取

り
組

め
な

い
人

も
･･

①
手

伝
う
仕

事
や

指
示

す
る
人
の

範
囲

を
決

め
て
お

く
自
分
は
こ
こ
ま
で
や
れ
と
し
か

言
わ

れ
て
い
な
い
か

ら
ね
！

②
仕

事
の

変
更

・
中

止
・

延
期
に
混
乱
す
る
人
も

③
些
細
な

こ
と
に
気
を
取
ら
れ

て
、

仕
事

が
進

ま
な

い
人

も
･･

③
気
に
な

る
ポ

イ
ン
ト
を
早
め

に
聴

き
取

り
、

解
決

を
サ

ポ
ー

ト

今
言
わ
れ
た
こ
と
と
、
前
言
わ
れ
た

こ
と
が
違
う
よ
う
な
･･
ど
っ
ち
に
従
う

の
が
正
解
？

ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
？
？

解
決

法
例
え
ば
本
人
は
こ
ん
な

こ
と
を
悩

ん
で
い
ま
す

つ
ま
ず
き
や
す
い
点

②
変

更
等

は
極

力
事

前
に
予

告
し

て
お

く

メ
モ

８
人
と
の

か
か

わ
り
の

中
で

①
名

前
を
忘

れ
て
し
ま
う
人

も
･･

①
写

真
付

き
の

名
簿

を
利

用
す
る

あ
の
人
は
前
も
会
っ
て
い
る
ら
し
い

け
ど
、
よ
く
分

か
ら
な
い
な

②
人

の
顔

を
見

分
け

る
の

が
苦

手
な

人
も
･･

○
○
さ
ん
っ
て
前
か

ら
こ
ん
な
顔

だ
っ
け
？

解
決

法
例
え
ば
本
人
は
こ
ん
な

こ
と
を
悩

ん
で
い
ま
す

つ
ま
ず
き
や
す
い
点

②
咄
嗟
に
見
分
け

る
こ
と
が

難
し

い
こ
と
を
周

り
が

理
解

し
て
お

く

メ
モ

「
発

達
障

害
の

あ
る
方

は
こ
ん
な

こ
と
で
困

っ
て
い
ま
す
･･
･

退
勤

職
場
で
の

１０
の

疑
問
に
答
え
ま
す
！」

④

隣
の

ビ
ル

か
ら

工
事

の
音

が
！

力
を
発

揮
し
て
貰

う
た
め

に
は

･･

刺
激

を
少

な
く
、

集
中

で
き
る
環

境
を
用

意
し
て
あ

げ
る
と
と
て
も
良

い

気
疲

れ
し
や

す
い
の

で
時

々
ブ
レ
イ
ク
を

１人
で
い
る
の

が
好

き
な

人
も
多

い
の

で
、

そ
っ
と
し
て
お

い
て
も
良

い

得
意

な
仕

事
を
見

つ
け

よ
う

メ
モ
や

マ
ニ
ュ
ア
ル

が
記

憶
を
助

け
ま
す

就
労

支
援

を
利

用
し
て
、

職
場

外
の

フ
ォ
ロ
ー

を
頼

も
う

そ
れ

ぞ
れ

の
項

目
に

つ
い
て
、
当

て
は

ま
る
人
、
当
て
は
ま
ら
な

い
人

が
い
ま
す
。

個
々

の
発

達
障

害
の

あ
る
方
の
状
況
に
あ

わ
せ

て
か

か
わ

っ
て

い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。

仕
事
終
了

９
音
・
に
お
い
・
光
に
つ
い
て

①
大

き
な

音
や

人
の

話
声

に
敏
感
な

人
も
・
・

①
静
か

な
環
境
で
仕
事
を
、
耳
栓

や
ヘ

ッ
ド
ホ

ン
の

活
用

大
き
な
声

を
聞

い
て
い
る
と
、

責
め
ら
れ

て
い
る
感

じ
が

す
る
・
・

②
に
お

い
が

気
に
な

っ
て

集
中

で
き
な

い
人

も
･･

③
部

屋
の

明
か

り
の

強
さ

に
敏

感
な

人
も
･･

③
サ

ン
グ

ラ
ス
の

着
用

、
休

憩
を

入
れ

る
、

場
合

に
よ
り
仕

事
場

の
変

更
も
検

討

疲
れ
て
く
る
と
益
々
気
に
な
る
な
・
・

こ
の
部
屋
の
明
か
り

他
の
人
は
気
に
な
ら
な
い
っ
て
言
う

け
ど
何

で
だ
ろ
う
～

解
決

法
例
え
ば
本
人
は
こ
ん
な

こ
と
を
悩

ん
で
い
ま
す

つ
ま
ず
き
や
す
い
点

②
マ
ス
ク
の

着
用

、
休

憩
を
入

れ
る
、

場
合

に
よ
り
仕

事
場

の
変

更
も
検
討

メ
モ

１０
仕
事
の

切
り
上
げ

方

①
仕

事
の

切
れ

目
に
関

係
な

く
帰

っ
て
し
ま
う
人

も
･

①
１日

の
仕

事
の

終
わ

り
の

目
安

を
つ
け

る
仕

事
途

中
だ
け
ど
、

残
業

は
良

く
な
い
か

ら
、

ま
た
明

日
・
・

②
仕
事
が

終
わ

る
ま
で
続

け
て
し
ま
う
人
も
･･

③
上

司
に
相

談
す
る
タ
イ
ミ
ン

グ
を
つ
か

め
な

い
人
も
･･

③
終

業
時

間
に
は

上
司

か
代

行
者

へ
の

報
告

を
徹

底
す
る

忙
し
そ
う
に
し
て
い
る
か

ら
今

日
は

も
う
い
い
か

・
・

ど
れ

位
か

か
る
か

分
か

ら
な
い
け
ど
・
・

終
わ
っ
て
い
な
い
か

ら
続

け
よ
う

解
決

法
例
え
ば
本
人
は
こ
ん
な

こ
と
を
悩

ん
で
い
ま
す

つ
ま
ず
き
や
す
い
点

②
１日

の
仕

事
の

終
わ

り
の

目
安

を
つ
け

る

メ
モ
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１
求

職
者

に
つ
い
て

～
雇

用
の

ス
テ
ッ
プ
～

発
達

障
害

の
あ

る
方

の
雇

用
の

た
め

に

１
求

職
者

に
つ
い
て

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
専
門
援
助
部

門
に
登
録

し
て
い
る
発
達
障
害
の

あ
る
方

は
、
「
精

神
障

害
者
保

健
福
祉

手
帳
」
や
「
療
育

手
帳
」
な
ど
の

「
障

害
者

手
帳

」
を
取
得
し
て
い
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

発
達

障
害

の
あ
る
方

は
、
知

的
障
害

を
伴
う
場

合
は

「
療

育
手

帳
」
、
知

的
障

害
を
伴

わ
な
い
場

合
に
は
「
精
神

障
害
者

保
健

求
人

福
祉

手
帳

」
の

取
得

を
検
討

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
障

害
特

性
を
理

解
す
る
た
め

に

求
職

者
の

了
承

を
得
た
上

で
、
本
人

を
よ
く
知

る
面

接

３
業

務
の

マ
ッ
チ
ン
グ

の
た
め

に

求
職

者
の

了
承

を
得
た
上

で
、
本
人

を
よ
く
知

る
支

援
機

関
に
、
面

接
に
同

行
し
て
も
ら
う
こ
と
が

有
効
で
す
。

面
接

雇
用

前
に
職

場
実
習

（
支

援
機

関
の

制
度

）
を
行

い
、
職
業

適
性
や

障
害
特

性
を

把
握
す
る
こ
と
が
有
効
で
す
。

４
活

用
で
き
る
制

度
に
つ
い
て

職
場
実
習

「
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
支
援
」
や

「
助

成
金

」
な
ど
の
支
援

制
度
が
あ
り
ま
す
。
（
活
用
に
あ
た
っ
て
は
一
定
の
要
件

を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
）

ま
た
、
障

害
者

手
帳

を
取
得

し
て
い
る
方
を
採

用
し
た

場
合

、
障

害
者

雇
用

率
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ

ま
す
。

採
用

５
雇

用
管

理
の

た
め

に

事
業

主
だ
け
で
は

解
決

し
に
く
い
問

題
や

悩
み
ご
と
は

、
就
労

支
援
機
関
、
医
療
機
関
、
必
要
に
応
じ
て
家
族
な
ど
と
連
携
し
て

解
決
を
図
る
こ
と
が
有
効
で
す
。

人
的

支
援

の
活

用
が

効
果

的
で
す

継
続
雇
用
へ

人
的

支
援

の
活

用
が

効
果

的
で
す

採
用

時
に
職

場
環

境
を
調
整

す
る
際

や
、
採

用
後

に
困

っ
た
こ
と

が
起

き
た
場

合
、
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
支

援
な
ど
の

人
的

支
援

に
よ
り
、

事
業

所
の

状
況

や
各

個
人

の
障

害
特
性

を
踏
ま
え
た
助

言
・
援

助
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

継
続
雇
用
へ

支
援
機
関
メ
モ

採
用

か
ら
職

場
定

着
ま
で
、
疑

問
に
つ
い
て
は

支
援

機
関

に
ご
相

談
さ
れ

る
こ
と
が

効
果

的
で
す
。

地
域

に
よ
っ
て
支

援
機

関
や

支
援

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

状
況

は
様

々
で
す
の

で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

発
達

障
害

の
あ
る
方

の
就
労

に
関

す
る
支

援
機

関
電

話
番

号
メ
モ

ハ
ロ
ー

ワ
ー

ク

地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

医
療
機
関

障
害
者
就
業
・
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー

家
族

本
人

企
業

就
労

に
関

す
る
支

援

生
活

に
関

す
る
支

援発
達

障
害

の
あ

る
方

の
就

労
・

生
活

・
療

育
等

に
か

か
る
全
般
的
な

相
談
機
関

各
都

道
府

県
に
１ヵ

所
以

上
設

置
さ
れ

て
い
る

発
達

障
害

の
あ

る
方

の
職

業
相

談
・

職
業

紹
介

、
事

業
主

に
対

す
る
指

導
・

支
援

を
実

施
し
て
い
る

相
談

機
関

発
達

障
害

の
あ

る
方

の
職

業
生

活
に

か
か

る
相
談
・
支
援
機
関

各
都

道
府

県
に
１ヵ

所
（

北
海
道

・
東

京
・

愛
知

・
大

阪
・

福
岡
に
は

支
所

も
設

置
）

設
置

さ
れ

て
い
る

発
達
障

害
の

あ
る
方

の
就

業
・

生
活

の
双
方
に
か

か
る
相
談
・
支
援
機
関

全
国

各
地

に
設

置
さ
れ

て
い
る

発
達

障
害

の
診

断
、

二
次

障
害

に
よ
る

精
神

疾
患

等
の

治
療

に
か

か
わ

る

支
援

機
関
名

担
当

者
名

住
所

〒

電
話

番
号発
達

障
害

の
あ

る
方

の
就

労
に
関

す
る
支

援
機

関
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＜参考資料＞  

 
• 平成 19 年度 

支援マニュアル№２「発達障害者のワークシステム・サポート

プログラム 障害者支援マニュアルⅠ」

http://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/support02.html 

 

• 平成 20 年度 

支援マニュアル№４「発達障害者のワークシステム・サポート

プログラム 障害者支援マニュアルⅡ」

http://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/support04.html 

 

• 平成 21 年度 

実践報告書№ 23「発達障害者のワークシステム・サポートプログ 

ラ ムとその支援事例（ 2）注意欠陥多動性障害を有する者への支援」

http://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/practice23.html 

• 平成 22 年度 

支援マニュアル№６「発達障害者のワークシステム・サポートプロ

グラム  発達障害者のための職場対人技能トレーニング（ JST）」

https:// www.ni vr. jeed.go. jp/cen ter /report/  

support06.html  

 

• 平成 23 年度 

支援マニュアル№７「発達障害を理解するために２ 就労支援者のためのハン

ドブック」（付属：リーフレット「発達障害について理解 す る た め に 

～ 事 業 主 の 方 へ ～ 」 ） 

https://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/support07.html 

 

• 平成 24 年度 

支援マニュアル№８「発達障害者のワークシステム・サポートプログラム 発

達障害者のための問題解決技能トレーニング」 

（ 付 属 ： DVD 及 び CD） 

https://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/support08.html 

 

• 平成 25 年度 

支援マニュアル№ 10「発達障害者のワークシステム・サポートプログラム 

発達障害者のためのリラクゼーション技能トレーニング～ ストレス・疲労の

セルフモニタリングと対処方法～」

https://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/support10.html 

「発達障害者のワークシステム・サポートプログラム」の支援マニュアル等です。ホ

ームページからもダウンロードできますので、ご活用下さい。 
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・ 平成 19 年度

支援マニュアル№２「発達障害者のワークシステム・サポート 

プログラム 障害者支援マニュアルⅠ」

http://www.nivr.jeed.or.jp/center/report/support02.html

・ 平成 20 年度

支援マニュアル№４「発達障害者のワークシステム・サポート 

プログラム 障害者支援マニュアルⅡ」

http://www.nivr.jeed.or.jp/center/report/support04.html

・ 平成 21 年度

実践報告書№23「発達障害者のワークシステム・サポートプログ 

ラムとその支援事例（2）注意欠陥多動性障害を有する者への支援」

http://www.nivr.jeed.or.jp/center/report/practice23.html

・ 平成 22 年度

支援マニュアル№６「発達障害者のワークシステム・サポートプロ

グラム 発達障害者のための職場対人技能トレーニング（JST）」 

http://www.nivr.jeed.or.jp/center/report/support06.html

・ 平成 23 年度

支援マニュアル№７「発達障害を理解するために２ 就労支援者の

ためのハンドブック」（付属：リーフレット「発達障害について 

理解するために～事業主の方へ～」）

http://www.nivr.jeed.or.jp/center/report/support07.html

・ 平成 24 年度

支援マニュアル№８「発達障害者のワークシステム・サポートプロ

グラム 発達障害者のための問題解決技能トレーニング」

（付属：DVD 及び CD） 

http://www.nivr.jeed.or.jp/center/report/support08.html

・ 平成 25 年度

支援マニュアル№10「発達障害者のワークシステム・サポートプロ

グラム 発達障害者のためのリラクゼーション技能トレーニング 

～ストレス・疲労のセルフモニタリングと対処方法」

http://www.nivr.jeed.or.jp/center/report/support10.html

「発達障害者のワークシステム・サポートプログラム」の支援マニュアル等です。

ホームページからもダウンロードできますので、ご活用下さい。

障害者職業総合センター職業センター 実践報告書 No.２７ 

「 発 達 障 害 者 に 対 す る 雇 用 継 続 支 援 の 取 組 み 」

～ 在職者のための情報整理シートの開発 ～ 

発 行 日 

編集・発行 

印刷・製本 

平成２７年３月 

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

 障害者職業総合センター職業センター  

所在地：〒２６１－００１４ 千葉県千葉市美浜区若葉３－１－３ 

 電  話：０４３－２９７－９０４２ 

 ＵＲＬ：http://www.nivr.jeed.go.jp 

株式会社 ブルーホップ 
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障害者職業総合センター職業センター
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発達障害者に対する雇用継続支援の取組み
～  在職者のための情報整理シートの開発  ～
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